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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

売上高 （千円） 1,864,758 3,487,007 1,782,142 5,471,771 7,194,599 8,772,654

経常利益 （千円） 83,327 102,891 37,862 239,257 387,789 407,372

当期純利益又は当
期純損失（△）

（千円） 195,135 37,687 △36,624 247,000 358,813 249,867

持分法を適用した
場合の投資利益

（千円） － － － － － －

資本金 （千円） 790,500 790,500 790,500 790,500 949,200 1,204,480

発行済株式総数 （株） 19,910 19,910 19,910 19,910 2,278,500 8,113,400

純資産額 （千円） 477,350 515,038 478,413 723,422 1,400,531 2,192,837

総資産額 （千円） 1,271,681 2,660,215 2,701,808 3,379,507 5,165,529 6,561,566

１株当たり純資産額 （円） 239.75 258.68 240.28 363.34 204.89 266.39

１株当たり配当額
（うち１株当たり
中間配当額）

（円）
－ － － － － －

（－） （－） （－）   （－） （－） （－）

１株当たり当期純
利益金額又は当期
純損失金額（△）

（円） 98.00 18.92 △18.39 124.05 59.71 35.20

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益金額

（円） － － － － 55.52 33.56

自己資本比率 （％） 37.5 19.4 17.7 21.4 27.1 32.9

自己資本利益率 （％） 51.4 7.6 － 41.1 33.8 14.0

株価収益率 （倍） － － － － 12.5 17.4

配当性向 （％） － － － － － －

営 業 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ
ロー

（千円） － － 391,163 624,913 679,210 1,056,948

投 資 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ
ロー

（千円） － － △174,453 △617,956 △908,861 △854,265

財 務 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ
ロー

（千円） － － △7,252 81,658 898,325 518,245

現金及び現金同等
物の期末残高

（千円） － － 744,571 833,186 1,509,384 2,235,388

従業員数
(外、平均臨時雇用
者数)

（人）
36 45 60 79 110 140

(47) (60) (57) (153) (78) (87)
 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。
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４．第６期より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30

日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月

30日）を適用しております。平成24年12月26日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いまし

たが、第３期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金

額又は当期純損失金額を算定しております。

５．平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第７期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額を算定しております。

６．第３期、第４期、第５期及び第６期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は第３期、第４期、第５期及び第６期は非上場であり、期中平均株価を把

握できないため記載しておりません。

７．第５期の自己資本利益率については、当期純損失のため記載しておりません。

８．第３期、第４期、第５期及び第６期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載してお

りません。

９．当社は、繁盛期が夏季（７～９月）という事業特性を考慮し、利益計画の精度向上を目的として、平成22

年12月15日開催の定時株主総会決議により、決算期を９月30日から３月31日に変更しております。従っ

て、第５期は平成22年10月１日から平成23年３月31日までの６ヶ月間となっております。

10．当社は第４期までは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る

各項目については記載しておりません。

11．第５期、第６期及び第７期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、三

優監査法人の監査を受けておりますが、第３期及び第４期の財務諸表については、当該監査を受けており

ません。

12．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数（準社員、アルバイト

を含む。）は、最近１年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
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２【沿革】

当社設立以降の経緯は、次のとおりであります。

年    月 概      要

平成18年10月

 
山梨県富士吉田市に、ナチュラルミネラルウォーターの製造及び販売を目的とした当社（資

本金135,000千円）を設立

平成18年10月 東京都中央区築地に営業拠点として東京本社を設置

平成19年４月 第一工場の稼働開始

平成19年４月 東京本社を東京都港区浜松町に移転

平成19年11月 ロジスティクス（物流施設）を山梨県南都留郡富士河口湖町に設置

平成20年５月 井戸及び取水付属設備の保有を目的として富士ウォーター株式会社を子会社化（非連結）

平成20年12月 大阪事務所を大阪市東淀川区に設置

平成20年12月 福岡事務所を福岡県糟屋群粕屋町に設置

平成21年９月 第一工場を株式会社サイサンへ譲渡

平成22年１月 東京本社を東京都品川区大崎に移転

平成22年７月 第二工場が竣工、稼働開始、第二工場を富士吉田工場に呼称変更

平成23年１月 台湾支店を台北市に設置

平成23年３月 中部出張所を名古屋市中村区に設置

平成23年７月 福岡事務所を福岡市東区に移転

平成23年８月 ロジスティクスを山梨県南都留郡富士河口湖町内に移転、メンテナンスセンターを併設

平成23年８月 富士吉田工場がISO9001の認証取得

平成24年４月 コールセンターを山梨県南都留郡富士河口湖町に設置、コールセンター業務及びバックオ

フィス業務を集約し、山梨お客様サービスセンターとして運営開始

平成24年４月 プレミアムウォーター株式会社へのOEM取引を締結、開始

平成24年６月 株式会社ウェルウォータとのOEM取引を開始

平成24年７月 台湾支店にて販売活動開始

平成25年３月 東京証券取引所マザーズ市場へ株式を上場

平成25年５月 大阪事務所を大阪市北区に移転

平成25年７月 広島事務所を広島市中区に設置

平成25年７月 福岡事務所を福岡市博多区に移転

平成25年７月 中部出張所を中部事務所に呼称変更

平成25年８月 東北事務所を仙台市青葉区に設置

平成25年８月 富士吉田工場が増設竣工

平成26年１月 法人営業、テレマーケティングの強化を目的に株式会社光通信との合弁会社 株式会社アイ

ディール・ライフを設立。

平成26年４月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更

平成26年５月 直販部門を分社化し、株式会社ディー・アクションを設立
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３【事業の内容】

当社は、富士山麓から採水したナチュラルミネラルウォーター（地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留

中に地層中の無機塩類が溶解した地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わない

もの（農林水産省　ミネラルウォーター類（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン））を宅配するホーム・オ

フィス・デリバリー事業（宅配水製造・販売事業）を主たる事業としております。

従来のホーム・オフィス・デリバリー事業は、顧客宅にウォーターサーバーを設置し、ポリカーボネート製の固

いボトルを使用して顧客宅に配送、使用後は自社配送網を使用してボトルを回収し、再利用する「ツーウェイ方

式」が主流でした。

これに対し当社は、当社独自のウォーターサーバーとPET（ポリエチレン・テレフタレート）樹脂製の収縮性ボ

トルを使用、宅配事業者に委託して顧客宅にボトルを直送し、使用後の顧客宅からのボトル回収を不要とする「ワ

ンウェイ方式」を採用しております。この方式により、空きボトルを回収することなく、日本全国の顧客宅に配送

する体制を確立いたしました。

当社の主たる事業内容は、以下に記載のとおりであります。

なお、当社はホーム・オフィス・デリバリー事業の単一セグメントとなっております。

　

（１） ナチュラルミネラルウォーターの製造

当社の主要な製品は、12ℓ入りナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」であります。

当社は「天然(天然水)」、「生(非加熱殺菌)」、「直(ダイレクトビジネス）」にこだわり、「CLYTIA25*」

を顧客に提供しております。

具体的内容は以下のとおりです。

　

「天然」当社の水源は、富士箱根伊豆国立公園内に所在する当社富士吉田工場に所在し、約200mの深さの井戸

から汲み上げております。この水源から汲み上げられたナチュラルミネラルウォーターは、バナジウムを91μ

ｇ/ℓと豊富に含有し、また水質汚染の尺度となる硝酸性・亜硝酸性窒素の含有量が、水道法で定められた基準

値10㎎/ℓに対し0.08㎎/ℓと極めて低い、硬度25㎎/ℓの軟水であります。

　

「生」この良質なナチュラルミネラルウォーターを、汲みたてに近い状態でボトルに充填するために、井戸よ

り直接工場内に引き込み、４回の1μｍ～0.2μｍのフィルターによる非加熱殺菌工程を経て、クリーンルーム

内でボトルに充填しております。

なお、当社では１日10数回におよぶ抜取検査を実施し、製品の品質について万全を期しております。

　

「直」当社は、配送日時が指定された定期定量配送で、直接顧客宅に配達しております。当社は味と鮮度にこ

だわったナチュラルミネラルウォーターを提供するために製品の劣化を最小限に止める、という経営方針によ

り、製品の在庫保有は必要最小限に止め、鮮度の高い状態でナチュラルミネラルウォーターを提供する体制を

とっております。

　

なお、当社のボトルは安全性の高いPET樹脂製で独自の収縮形状に成形してあることから、使用中に外気が入

りにくく、最後まで安心・安全な状態でご利用頂けるよう配慮しております。

このボトルは、国内ボトルメーカー２社において当社製品専用の製造ラインから納入されるほか、ボトルの

原型であるプリフォームをメーカーから購入し、自社工場内に設置したブロー成型機にて製造しております。

また、水源につきましては、当社子会社富士ウォーター株式会社が管理する第１号井戸及び自社所有である

第２号井戸の２本の井戸から、原水が供給されております。

　

（２） ナチュラルミネラルウォーターの販売

当社は、家電量販店・百貨店・ショッピングセンター等にブースを設置し、当社製品「CLYTIA25*」を試飲し

て頂きながら定期購入の申込みを頂く、デモンストレーション販売及び訪問販売によって大部分の顧客を獲得

しております。

上記の販売方法を中心とした当社の顧客獲得チャネルは、以下の３通りに分類されます。

① 直接販売方式

当社の直接雇用者又は営業代行会社がデモンストレーション販売を通じて、また、webやインフォマー

シャル（テレビショッピングなどの情報提供型広告）等の媒体を通じて、当社自体が販売を行う方式であ

ります。デモンストレーション販売については、日本全国の家電量販店やショッピングセンターを中心

に、年間延べ15,635回（平成25年４月～平成26年３月実績）開催しております。
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② 取次店方式

当社と契約した取次店が、当社に顧客を紹介する方式であります。

当社は紹介された顧客と直接の契約関係となり、顧客のナチュラルミネラルウォーターの使用量に応じ

当社より取次店に対し販売手数料が支払われます。

平成26年３月末現在、当社取次店は287社となっております。

③ 代理店・特約店・OEM方式

当社と契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結する方式であります。

当社は代理店・特約店に対し当社製品を卸売いたします。なお、代理店に対しては、後述する当社の

ウォーターサーバーも卸売いたしますが、特約店の顧客に対しては、当社よりウォーターサーバーを貸与

しております。

OEMについては、OEM先のブランド名で当社主力商品の12ℓボトルパックで提供しております。

平成26年３月末現在、当社代理店は31社(OEM先を含む)、特約店は11社となっております。

なお、当社及び代理店・特約店は、当社製品「CLYTIA25*」のほか、当社の製造委託商品である、６ℓボ

トルパック入りで、専用のサーバーで使用する「クリティアmini」、10ℓ入りボトルパックを段ボールに

入った状態で、常温で使用する「クリティアデイリー」も、顧客のニーズに合わせて販売しております。

 

（３） ウォーターサーバーの販売

当社は、直接販売、取次店及び特約店の顧客に対しては、当社よりウォーターサーバーを貸与しております

が、代理店の顧客に対しては、当社より代理店に卸売したウォーターサーバーを、代理店から貸与しておりま

す。OEM先についても同様に、ブランド名を変更したウォーターサーバーを卸売しております。

当社の主要な商品は、従来より取扱っていた温冷水機能付きウォーターサーバー「スリムサーバー」（旧名

称「CLYTIA（アクア）」）のほか、最もスリムなデザイン（横幅約27cm）で省電力機能ECOモードを搭載した

「スリムサーバーⅡ」であります。

また、通常はウォーターサーバーを顧客に貸与しておりますが、エレクトロニクスブランド「amadana」と共

同開発した販売タイプのウォーターサーバーも2012年９月より取扱いをしております。

ウォーターサーバーは、当社の技術指導の下、中国及び韓国のメーカー２社において委託生産しておりま

す。

 

（４） その他

当社は一部の当社代理店に対し、その顧客開拓のため営業代行を行っております。この代行業務の売上や代

理店、取次店に対する販促品の売上等の付随業務が該当いたします。

 

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成26年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

140 (87) 36.1 2.4 4,370,255
 

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数（準社員、アルバイトを含

む。）は、最近１年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、ホーム・オフィス・デリバリー事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記

載を省略しております。

４．最近１年間において従業員数が30名増加しております。主な理由は、業容拡大に伴う新卒採用や期中採用が

増加したことによるものであります。

 

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しており、特記するべき事項は発生しており

ません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度におけるわが国経済は、海外経済の下振れリスクや消費税増税後の影響について懸念がなされたも

のの、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和政策などによる景気回復への期待感から、円安・株高が継続し、個

人消費の拡大、輸出や公共投資の増加など、景気は緩やかな回復基調となりました。

ホーム・オフィス・デリバリー業界（宅配水製造・販売事業）においては、東日本大震災以降の飲料水に対す

る「安心」・「安全」・「安定供給」を求める意識の高まりを受け、宅配水の認知度は確実に向上し、顧客数も

個人を中心に増加傾向にあります。それに伴い、新規参入企業も増加傾向にあり、本業界市場は更なる拡大が見

込まれております。

このような状況の下、当社の製品であるナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」のより一層の認知度向上

を目指し、主力販売手法であるデモンストレーション販売の開催エリアを三大都市圏のほか、東北や中四国、九

州エリアにも拡大させるべく、新たな営業拠点として東北事務所(仙台市青葉区)および広島事務所（広島市中

区）を開設いたしました。また、エレクトロニクスブランド「amadana」と共同開発した販売タイプのウォーター

サーバーの取扱いにより、新たな法人需要の開拓やカタログ通販会社との提携等、販路の多様化を図ってまいり

ました。

その結果、当期末日現在のウォーターサーバーの設置台数は、合計184,437台（前期末159,903台、当期純増台

数24,534台）、内代理店37,943台（前期末38,884台、当期減少941台）、直販・取次店146,494台（前期末121,019

台、当期増加台数25,475台）となりました。

なお、ナチュラルミネラルウォーターの販売実績につきましては、当事業年度は5,584千本（前事業年度4,452

千本）となりました。

また、生産面におきましては、前事業年度より着手していた富士吉田工場の増強工事が完了し、従来の約２倍

である月間115万本の製品の生産が可能な体制となりました。さらに、ペットボトルの内製化を図り、製造原価の

低減に努めました。

その結果、売上高は8,772百万円（前年同期比21.9％増）となりました。収益面では、売上総利益におきまして

は6,710百万円（同21.3％増）となりましたが、営業利益につきましては、業容拡大に伴う体制強化による人件費

の増加、また、原油価格の高騰などによる物流費の増加により467百万円（同4.8％増）となり、当期純利益は249

百万円（同30.4％減）となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は2,235百万円（前事業年度末

は1,509百万円）となり、726百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のと

おりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動により獲得した資金は、1,056百万円（前年同期679百万円）となりました。この

主な要因は、税引前当期純利益417百万円、資金の支出を伴わない減価償却費715百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動により使用した資金は、854百万円（前年同期908百万円）となりました。この主

な要因は、ウォーターサーバー購入等有形固定資産の取得による支出808百万円、関係会社株式の取得による支出

45百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動により得られた資金は、518百万円（前年同期898百万円）となりました。この主

な要因は、短期借入金の返済による支出1,380百万円、長期借入金の返済による支出819百万円等があったもの

の、株式の発行による収入508百万円、短期借入金の新規借入による収入1,200百万円、長期借入金の新規借入に

よる収入1,200百万円等があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

当社は、ナチュラルミネラルウォーターを宅配するホーム・オフィス・デリバリー事業の単一セグメントである

ため、セグメント別の記載を省略しております。

(1）生産実績

当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。

（金額：千円）

セグメントの名称 生産高 前年同期比（％）

ホーム・オフィス・デリバリー事業 1,574,486 27.3

合計 1,574,486 27.3
 

　（注）１．金額は製造原価によっております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

 

(2）受注状況

当社は、受注から販売までの期間が短期間のため、記載を省略しております。

 

(3）販売実績

当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。

（金額：千円）

セグメントの名称
販売高 前年同期比（％）

 ホーム・オフィス・デリバリー事業

 (1)ナチュラルミネラルウォーター販売   

　   直接販売・取次店 5,400,779 15.7

　   代理店・特約店・OEM 1,878,315 39.4

　 小計 7,279,094 20.8

 (2)ウォーターサーバー販売 688,547 7.1

 (3)その他 805,011 53.0

 合計 8,772,654 21.9
 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
 

相手先
前事業年度 当事業年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社アイケアジャパン － － 1,203,346 13.7
 

（注）前事業年度の株式会社アイケアジャパンについては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略し

ております。
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３【対処すべき課題】

当社は、企業理念として

　１．水の品質・美味しさにおいて、『アジアNO.１企業』になる。

　２．水を通じ、『健康的なライフスタイルの提案企業』になる。

　３．あらゆるステークホルダーから信頼される、『透明性の高い企業』になる。

の３点を掲げております。

また、平成23年３月の東日本大震災を契機として、「安心」・「安全」な水・商品を「安定的」にお客様の下

へお届けすることが当社の使命であると考え、これらの企業理念及び使命を果たすため、日々経営努力を続けて

おります。

ホーム・オフィス・デリバリー業界は、大手企業の本格参入もあり競争は激化しております。それは消費者か

らの需要増加と受けて取れるものでもあり、平成26年以降につきましても宅配水の需要は拡大するものと見込ま

れます。

当社はこれからも、「天然（天然水）」・「生（非加熱殺菌）」・「直（ダイレクトビジネス）」にこだわっ

た良質なナチュラルミネラルウォーターを顧客に提供するとともに、ボトルの形状やウォーターサーバーのデザ

イン性・機能性についても研究開発を重ね、既存のホーム・オフィス・デリバリー事業者と差別化された製品・

サービスの提供に取り組み、「CLYTIA」ブランドの確立に努めてまいります。

また、国内のみならず海外展開、新規事業等にも注力し、既存事業のみに依存しない事業構造を築き、『お水

の品質、美味しさのNo.1企業』になること、さらに、お水を中心とした健康的なライフスタイルをお客様と一緒

に作り上げていくことを目指し、次の課題に重点的に取り組んでまいります。

 
　　　①「地産地消」の具現化

当社の所有する水源は、富士吉田工場１拠点のみでありますが、他地域の名水を活用した「地産地消」戦略を

進めてまいります。そのためには、引き続き第二、第三の水源開発を進め、その地域に根差した商品ラインナッ

プの増加や商品価格帯の形成を図ってまいります。あわせて災害時における代替水源としての役割をも担う体制

を整えてまいります。

　　　②物流の見直し

昨今の各宅配事業者の料金体系改定により、世間では物流コストが上昇傾向にあります。当社では宅配事業者

２社に製品及び商品の配送を委託しておりますが、地産地消の推進により配送距離を短縮させることで、物流コ

ストの低減に努めてまいります。

　　　③営業力の強化

当社は、平成26年１月に株式会社光通信と合弁会社「株式会社アイディール・ライフ」を設立いたしました。

同社を主体に、法人顧客開拓やテレマーケティングによる個人顧客開拓を図ってまいります。また、デモンスト

レーション販売を行う直販部門については分社化し、販売に関する責任・権限を明確にすることにより販売力の

強化につなげてまいります。また、「CLYTIA」ブランドの認知度向上のため、効果的なプロモーション活動も実

施してまいります。

　　　④競合他社との差別化

当社は、開発から製造・品質管理・販売・アフターサービスまでを一貫して自社にて管理しておりますが、こ

れまでに培ったノウハウや顧客情報等を活用して、さらなる顧客満足度の向上を図り、また、顧客のニーズにあ

うウォーターサーバー等の開発を図ってまいります。

　　　⑤海外展開・新規事業

当社は平成24年７月より台湾にて営業活動を開始いたしましたが、ようやく日本と同様のビジネスモデルにて

顧客基盤を築きつつあります。今後は台湾を足掛かりに、中国を初めとするアジア圏への進出を目指してまいり

ます。また、既に取扱いを開始している健康食品事業の強化のほか、ホーム・オフィス・デリバリー事業を基軸

としながら、「水」関連のあらゆるビジネスへの参入を検討してまいります。

     ⑥コーポレート・ガバナンスの充実化

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実は、企業価値を継続的に高め、株主や取引先、顧客、従業員等のス

テークホルダーの信頼を得るためには必要不可欠であると考えております。当社は、これまでも社外役員の過半

数登用など、企業経営における透明性の確保に努めてまいりました。今後も引き続き、取締役の経営責任を強く

意識し、意思決定過程の明確化や不正の防止に努め、ステークホルダーとの良好な関係を築いてまいります。

　　　⑦人材の確保と育成
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事業の発展には、有能な人材の確保と育成が必要不可欠であります。当社は引き続き新卒・中途採用を積極的

に行うほか、海外展開に備え外国人採用にも取り組んでまいります。また、昨年より「教育タスクフォース」を

設置し、社内人材に対する教育制度の充実化に取り組んでおります。これにより、社員全体のレベルアップを

図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

以下に於いて、当社の事業展開その他に関して、リスク要因となる可能性のある主な事項について記載しており

ます。

なお、本文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

１．事業の内容について

（１）水源に関するリスク

①　当社の製品であるナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」の生産拠点は、富士吉田工場の１拠点に依

存　しております。現在、新たな生産拠点となる第二・第三水源の開発を進めておりますが、開発の最中に富

士吉田工場が毀損・水源の枯渇・天災等により工場の操業が長期にわたり停止した場合には、当社の業績に重

大な影響を及ぼす可能性があります。

 

②　当社は富士山麓に所在する約200ｍの深さの井戸から天然水を汲み上げ、お客様に提供しております。飲用水

における水質の評価基準の一例として、硝酸性・亜硝酸性窒素の含有量（水道水の上限で10mg/ℓ）につき当社

提供の「CLYTIA25＊」の場合0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、食品衛生法の営業許可に基

づき公的機関の定期的な検査を実施、その結果を保健所に提出し、水質の維持管理にも努めております。

　　また、外部調査機関の株式会社地球科学研究所の調査により、当社の汲み上げている水は60年以上かけて濾

過されたものと言われており、将来的にも水質は安定して推移するものと当社は考えております。

　　営業許可については、富士吉田工場での「CLYTIA25＊」の生産活動において必要不可欠であり、現時点では

許可の取消や営業停止事由（食品衛生法第55条・第56条）に該当するような事実は存在しておりません。しか

しながら、富士吉田工場が同法55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に

定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によ

りその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処

分を受けることがあり、その場合には当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　　　　なお、営業許可の概要は次のとおりであります。

許認可等の取得者名
取得年月・許認可等の

名称及び所管官庁等

許認可等の内容

及び有効期限

当社（富士吉田工場） 平成22年６月

営業許可

厚生労働省・消費者庁

富士吉田工場の営業許可

山梨県指令　　　　

富東福 第2685号

有効期間

平成22年６月30日から

平成28年10月31日まで

（以降、５年ごとの更新）

 

　

③　当社の水源については、株式会社地球科学研究所によって60年以上前に富士山に降雨した水が浸透し、濾過

されて地下水となって採取されていると推定されており、過去60年間において富士山の降水状況は安定的であ

ることから、伏流水の水量についても安定的に推移するものと当社は想定しておりますが、地層等の大幅な変

化などによって水脈の流れに大幅な変化が発生した場合、水脈が枯渇し水の採取が不可能となる可能性があり

ます。
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④　当社の使用する井戸は、富士吉田市の定める富士吉田市地下水保全条例第３条及び同条例附則第２項に基づ

き、富士吉田市より開発許可を受け１日966ｔの揚水が許可されております。現時点では許可の取消事由（同条

例第13条）に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、富士吉田市に井戸が許可の基準（同

条例第４条）に適合していないとみなされ、かつ、是正勧告に従わない等の重大な不法行為が発生した場合、

取水許可が取り消され生産活動ができなくなるため、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　　　　なお、開発許可の概要は次のとおりであります。

 許認可等の取得者名
取得年月・許認可等の

名称及び所管官庁等

許認可等の内容

及び有効期限

１号井戸 富士ウォーター株式会社 平成19年３月

地下水の利用に関する協定

富士吉田市

 

井戸の設置にあたり地下水

の有効かつ適正な利用を図

るための協定

(地下水採取量　630t/日)

(注)

有効期限　なし

２号井戸 当社（富士吉田工場） 平成23年２月

井戸設置許可並びに地下水

の利用に関する協定

富士吉田市

 

井戸の設置許可及び井戸の

設置に当たり地下水の有効

かつ適正な利用を図るため

の協定

(地下水採取量　966t/日)

有効期限　なし
 

　　　　　　（注）平成22年９月に、富士吉田市との間で地下水採取量を966t/日に変更した協定を締結しております。

　

（２）工場に関するリスク

①　当社富士吉田工場は、ISO9001に基づく運用を行い、安全管理等を厳正に行う体制を整えており、また工場設

備につきましてもスペアパーツの保有等損傷発生時に対する対策も行っておりますが、工場又は井戸が罹災す

ることで重大な被害が発生した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社生産体制に重要な影響を及ぼす可能性

があります。

　

②　当社富士吉田工場では、厳密な安全管理の下、ナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」を製造しており

ます。前事業年度より着手していた工場の増設工事が平成25年８月に完了し、生産ラインが２ラインとなりま

した。これにより、月間約115万本の生産が可能となるとともに、生産ラインの不具合発生時に対するリスクも

軽減され、安定的な稼働体制が強化されましたが、２ラインとも何等かの不具合が発生した場合、

「CLYITIA25*」の生産に重大な影響が発生する可能性があります。

　

③　当社富士吉田工場の揚水装置及び製造ラインは全て電力によって稼動しており、現状安定した電力供給を受

けておりますが、天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社生産

体制に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　

④　当社富士吉田工場では、水の充填までの工程において外気に接触することなく、充填工程はクラス1000

（FED-STD-209　米国連邦規格で制定されたクリーンルームの清浄度の単位）のクリーンルームで人の手を介す

ることなく行われており、送水パイプにつきましても毎日の操業前に洗浄が行われております。また、水の殺

菌工程のフィルターにつきましても定期的に交換を行っておりますが、殺菌工程のフィルター４基が同時に機

能不全に陥るなどの重大な事故が発生した場合、水に異物が混入する等の事象が発生し操業に影響が出る可能

性があります。

 
（３）製品に関するリスク

①　当社製品は、１日に10数回に及ぶ抜取検査と毎日の放射能検査を実施しており、厳格な品質管理を行ってお

りますが、生産途中あるいは輸送中における毒物混入や放射能被ばくなどが発生した場合、当社製品に重大な

瑕疵が発生する可能性があります。

　

②　当社製品のボトルは、一般的に安全性が高いとされるPETを使用しておりますが、将来の研究においてその有

害性が検証された場合、当社製品ボトルの素材変更が必要となるため、当社製品の製造に重大な影響が発生す

る可能性があります。

　

③　当社は、定期定量配送による販売を行っております。当社は味と鮮度にこだわったナチュラルミネラル

ウォーターを販売するために製品の劣化を最小限に止める、という経営方針により、製品の保管は１ヶ月以内

とし、それに合わせた生産体制をとっております。しかしながら、何らかの要因で工場の生産に支障が生じ製
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品在庫がなくなった時には、定期定量配送を行うことができず、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　

（４）製造コストが上昇した場合のリスク

　　当社が提供する製品は、安全・安心な天然水でありますが、これは水質がよく、水量の豊富な水源に依存し

ております。従って、天災や災害などにより、水質が飲用に適さなくなった場合、あるいは一定の水量が確保

できなくなった場合には、中長期にわたって製品供給が不可能になることや、新たな水源の確保や工場建設、

設備投資が必要になり、製造コストが大きく上昇する可能性があります。

　　また、当社の製品は、特殊な構造・機能をもったボトルにボトリングして販売しておりますが、当該ボトル

の原材料である石油価格の高騰により、原価高の要因となる可能性があります。当社が今後これらの不測の事

態や市場環境の変化に対応できず、コスト増を生産の合理化や販売価格への転嫁で補えなかった場合、当社の

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

（５）ウォーターサーバーに関するリスク

①　当社のウォーターサーバーは電気用品安全法に基づくPSE検査及び食品衛生法にも適合した商品であり、ま

た、製造にあたっても厳格な検査を行っておりますが、製造工程に重大な欠陥があった場合や将来の法改正に

よって不適合となった場合、リコールが発生し、当社の財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　

②　当社のウォーターサーバーは、現在海外２社のメーカーに製造を委託しております。なんらかの事由により

メーカーとの契約が解除された場合や、天災や不慮の事故等によりウォーターサーバー製造工場の操業が困難

になった場合、代替するメーカーの選定を行う間、ウォーターサーバーの納入が受けられなくなる可能性があ

ります。

　

③　当社のウォーターサーバーのうち、中国製のものについてはその決済を米ドル建で行っております。将来の

為替レートが大幅に円安となった場合、当社のウォーターサーバー購入代金が上昇し当社の財政状態に重要な

影響を及ぼす可能性があります。

　

　（６）物流に関するリスク

①　当社の製品である「CLYTIA25*」及び商品であるウォーターサーバーにつきましては、宅配事業者２社に委

託　して当社顧客宅に配送しておりますが、２社の同時操業停止の事象により配送ができなくなった場合、代

替する事業者を選定するまでの間当社製品・商品の配送が困難になる可能性があります。

　

②　当社の製品である「CLYTIA25*」及び商品であるウォーターサーバーの配送ルートが、天災や不慮の事故等に

より長期に渡り不通となった場合、再開・正常化するまでの間、当社製品・商品の配送が困難になる可能性が

あります。

　

③　当社の商品であるウォーターサーバーは海外にて製造しており、天災や国内の騒乱、戦争等の事象により輸

送ができなくなった場合、当社顧客に対するウォーターサーバーの納入ができなくなる可能性があります。

　

（７）水の販売に関するリスク

①　当社は、家電量販店・百貨店・ショッピングセンター等でのデモンストレーション販売を主たる営業手法と

しております。当社は顧客基盤の拡大・維持を図るため、営業スタッフへの研修等での営業力強化やお客様

サービスセンターでのアフターサービスの充実等で他社との差別化に取組むほか、新たにテレマーケティング

や法人営業も新たな営業手法として取り入れ始めましたが、当社の計画通りに顧客開拓が進まない、また、顧

客の解約率が計画以上に高く推移した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

②　当社のデモンストレーション販売において、重大な法令違反が恒常的に行われる等の事由により、デモンス

トレーション会場の提供が受けられなくなった場合、当社の販売に重要な影響が発生する可能性があります。

　

③　多くのホーム・オフィス・デリバリー事業者の業務運営において重大な法令違反や犯罪行為が行われる等業

界全体に対する世論の不信感が発生した場合、当社販売に対する風評被害が発生し当社の財政状態に重要な影

響を及ぼす可能性があります。

　

（８）ITへの依存に関するリスク

①　当社は当社業務に合わせて開発された基幹販売管理システムを使用し、受注・出荷・請求・在庫管理を一括

して行っておりますが、システム改修等の際の不具合の発生やシステムダウンなどが発生した場合、当社業務

遂行に重要な影響が発生する可能性があります。
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②　当社システムはインターネット・データセンターに格納されており、その安全性は検証済でありますが、天

災のほかサイバーテロ等の事由によりデータセンターが機能不全に陥った場合、あるいはインターネット自体

に問題が生じ通信に重大な影響が発生した場合、当社業務遂行に重要な影響が発生する可能性があります。

　

（９）新規事業に関するリスク

　　当社は事業の安定性を高めるため、販売子会社を設立し販路の拡大を図ったり、商品構成の多様化等新規事

業に取り組んでおります。また、海外においてもホーム・オフィス・デリバリー事業のさらなる拡大を推進し

てまいります。そのための必要な投資は行ってまいりますが、当初の目論見に反し計画通りに進まなかった場

合、事業撤退に関わるコストが発生し、当社の財政状態に重要な影響が発生する可能性があります。

　

（10）競合が激化した場合のリスク

　　当社が所属するホーム・オフィス・デリバリー事業を行う業界は、消費者の安心・安全でおいしい水に対す

るニーズの高まりから、その市場規模を拡大しております。

　　これを受けて、専業事業者としての新規参入だけではなく、大手企業や異業種からの新規参入も増加してお

り、既存の競合他社も含めてその競争は激化しております。

　　このような状況下において、当社は、天然水を非加熱殺菌でボトリングして顧客のもとへ直接配送するとい

う体制を構築し、安全性とおいしさにこだわっていること、独自のウォーターサーバー及びボトルを開発し、

安全と衛生面に徹底的にこだわっていること、デザイン性に富んだサーバーの販売など、他社との差別化戦略

を積極的に進めております。

　　また、徹底的なマーケティングを行い、顧客ニーズのリアルタイムな把握及びアフターサービスの充実、商

品ラインナップの多様化などさらなる差別化に努めております。

　　しかしながら、当社よりも資金調達力に勝り、財務、営業、生産等の面において多くの資源を有している競

合他社も少なくなく、競合他社による独占的な会場占有等の事由によりデモンストレーション販売ができなく

なった場合、当社の差別化戦略が順調に進まない場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

　

（11）OEM顧客企業への依存のリスク

　　ナチュラルミネラルウォーターの販売において、OEM供給を平成24年４月より開始し、順調に供給量も増加

し、今後も増加することが見込まれます。

　　OEM先とは極めて良好に取引を継続しておりますが、それらの顧客企業の業績や経営方針が管理できないた

め、業績不振や予期せぬ契約の打ち切り、また、顧客の要求に応じるための値下げは当社の業績と財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。

　

２．個人情報保護に関するリスク

　当社は、当社直接販売顧客のみならず、代理店顧客についてもその住所、氏名等の個人情報を保有しておりま

す。当社は当社規程に基づき、その情報管理は徹底しておりますが、顧客情報の紛失、サイバー攻撃等不測の事態

が発生し、保険適用額を超えたコストが発生した場合、当社の財政状態に重要な影響が発生する可能性がありま

す。　

　

３．知的財産所有権に関するリスク

　当社は当社の製品ボトルに関する特許（特許第5253085号）及びウォーターサーバーに関する特許（特許第

4681083号）により、当社独自のボトルとウォーターサーバー双方に外気の入りにくい構造を構築しておりますが、

これらの特許が侵害された場合やさらに優れた発明がなされた場合、当社の差別化要因の一部が損なわれることに

なり、顧客獲得に関して影響を及ぼす可能性があります。

　

４．特定商取引に関する法律による規制について

当社は、顧客の勧誘に際してデモンストレーション販売や訪問販売を行っており、特定商取引に関する法律の適

用を受けております。

当社では、デモンストレーション販売や訪問販売による契約の勧誘においては、事実を誤認させるような行為や

押し売りにより困惑させるような行為を一切禁止しております。また、契約に際しては書面交付を義務付け、その

内容の説明を適切に行うとともに、顧客本人が十分納得していただいた場合のみ契約を締結しております。

当社では、販売に関する一連のルール・手続きを定めておりますが、当該ルール等については、社員・営業代行

会社に対して、定期的にコンプライアンス研修を開催し、ルールの徹底を図っております。さらに、代理店等に対

しても、本法の趣旨を十分理解させるとともに、定期的に指導しております。

このように、当社では、本法に抵触するような事実が発生しないように万全の体制を構築しておりますが、万一

本法に抵触する、又はそのように誤認される行為があった場合には、行政機関による指導や業務停止命令の対象と
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なる可能性があります。また、将来において、本法が改正又は新たな法令等が制定され、当社が適切に対応できな

い場合には、事業の業務遂行に支障をきたす可能性があります。したがって、このような状況が起こった場合、当

社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

５．自然災害、事故等に関するリスク

　当社の主要な事業拠点は、富士吉田工場やロジスティクス、お客様サービスセンターの所在する山梨県と本社所

在地である東京都であります。当該地区において大地震、台風、大雪等の自然災害及び事故、火災等により、業務

の停止、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、当社の事業活動に支障をきたす可能性

があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

当社の経営上の重要な契約は、次のとおりであります。

相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間

コスモライフ株式会社 日本

飲料ディスペンサ用カートリッジの特

許技術に関する通常実施権の使用許諾

契約

自 平成18年10月17日 
至 平成19年10月16日 ※自動更新

   

阪神容器株式会社 日本
ウォーターサーバー用飲料用ボトルの
製造委託契約

自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日 ※自動更新

富士ウォーター株式会社 日本
原水の供給を受けることに関する取引
基本契約

自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日 ※自動更新

四国化工機株式会社 日本
ウォーターサーバー用飲料用ボトルの
製造委託契約

自 平成22年９月２日 
至 平成23年９月１日 ※自動更新

宁波澳成电器制造有限公司 中国 ウォーターサーバーの製造委託契約
自 平成24年２月９日 
至 平成25年２月８日 ※自動更新

プレミアムウォーター株式会社 日本
製品をＯＥＭで供給することに関する
基本契約

自 平成24年４月25日 
至 平成26年４月24日 ※自動更新

株式会社ウェルウォータ 日本
水の販売及び製造事業に関する基本契
約

自 平成24年５月31日 
至 平成27年５月30日 ※自動更新

プレミアムウォーター株式会社 日本
ウォーターサーバーのリース契約に　
関する債務保証

自 平成24年８月１日 
至 平成26年10月31日 

株式会社光通信 日本
子会社である株式会社アイディール・
ライフに関する合弁契約

自

至

平成26年１月31日

－

 
 

株式会社アイディール・ライフ
株式会社マーケティングエー

日本 ＯＥＭ取引に関する提携契約
自

至

平成26年４月１日

平成28年３月31日

 
※自動更新

 

 

６【研究開発活動】

当社の研究開発は、より安心で安全な水を顧客に提供するために、当社独自の設計であるウォーターサーバー

について、新技術の開発や既存技術の改良に鋭意取り組んでおり、研究開発体制としては、生産・開発本部にお

ける開発チームにおいて推進されております。

当事業年度においては、省スペース・省電力タイプのウォーターサーバー開発や強化ロックカバーについて研

究開発を行いました。その結果、当事業年度において支出した研究開発費の総額は85,989千円となっておりま

す。

なお、当社は、ナチュラルミネラルウォーターを宅配するホーム・オフィス・デリバリー事業の単一セグメン

トであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1)重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。そ

の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える

見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しており

ますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。

　

(2)財政状態の分析

（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は3,622百万円（前事業年度末は2,990百万円）となり、632百万円増加い

たしました。この主な要因は、現金及び預金711百万円の増加及び回収サイトの改善による売掛金92百万円の減少

によるものであります。　

　

（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は2,938百万円（前事業年度末は2,175百万円）となり、763百万円増加い

たしました。この主な要因は、顧客増に伴うウォーターサーバーの購入による賃貸用資産623百万円の増加や、富

士吉田工場のライン増設工事による建物358百万円、リース資産535百万円の増加があった一方で、減価償却累計額

が649百万円増加したこと等によるものであります。

　

（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は2,285百万円（前事業年度末は1,942百万円）となり、342百万円増加い

たしました。この主な要因は、ウォーターサーバー等運転資金の借入による１年内返済予定の長期借入金263百万

円の増加、また、一年内償還予定の社債183百万円の増加、前受収益54百万円の減少等によるものであります。

　

（固定負債）

当事業年度末における固定負債の残高は2,083百万円（前事業年度末は1,822百万円）となり、261百万円増加い

たしました。この主な要因は、社債203百万円の減少、運転資金の新規借入による長期借入金116百万円の増加、

リース債務301百万円の増加等によるものであります。

　

（純資産）

当事業年度末における純資産の残高は2,192百万円（前事業年度末は1,400百万円）となり、792百万円増加いた

しました。この主な要因は、株式の発行による資本金255百万円と資本準備金255百万円の増加、当期純利益を計上

したことに伴い利益剰余金が249百万円増加したこと等によるものであります。

　

(3)経営成績の分析

当事業年度においては、当社の製品であるナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」のより一層の認知度を

高めるべく、百貨店・ショッピングセンター・家電量販店等の顧客接点を拡大しデモンストレーション販売のさ

らなる強化等の施策を実施した結果、売上高は、8,772百万円（前年同期比21.9％増）となりました。

販売費及び一般管理費は、業容拡大に伴う体制強化による人件費の増加、また、原油価格の高騰などによる物

流費の増加により6,242百万円（同22.7％増）となりました。主なものとして、給料手当が443百万円、販売手数

料が800百万円、販売促進費が993百万円、商品製品発送料が1,677百万円、減価償却費が640百万円発生いたしま

した。この結果、営業利益は467百万円（同4.8％増）となりました。

営業外損益においては、主な収益では助成金収入7百万円、為替差益3百万円、主な費用では支払利息47百万

円、支払手数料20百万円、上場関連費用9百万円を計上した結果、経常利益は407百万円（同5.0％増）となりまし

た。

特別損益においては、関係会社株式売却益を11百万円計上したことにより、税金費用を差引いた後の当事業年

度における当期純利益は249百万円（同30.4％減）となりました。

　

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

18/94



 

(4)キャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度のキャッシュ・フローの状況の分析については、「第２  事業の状況  １  業績等の概要(2)キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

(5)経営戦略の現状と見通し

①会社の基本方針

当社は、企業理念として

　　１．水の品質・美味しさにおいて、『アジアＮＯ．１企業』　になる。

　　２．水を通じ、『健康なライフスタイルの提案企業』　になる。

　　３．あらゆるステークホルダーから信頼される、『透明性の高い企業』　になる。

　　　　の３点を掲げております。

また、平成23年３月の東日本大震災を契機として、「安心」・「安全」な水・商品を「安定的」にお客様の下へ

お届けすることが当社の使命であると考えております。

これらの企業理念及び使命を果たすため、日々経営努力を続けてまいります。

 

②事業展開の方針

ホーム・オフィス・デリバリー業界は、大手企業の本格参入もあり競争は激化しております。それは消費者から

の需要増加と受け取れるものでもあり、平成26年以降につきましても宅配水の需要は拡大するものと見込まれま

す。

当社はこれからも、「天然（天然水）」・「生（非加熱殺菌）」・「直（ダイレクトビジネス）」にこだわった

良質なナチュラルミネラルウォーターを顧客に提供するとともに、ボトルの形状やウォーターサーバーのデザイン

性・機能性についても研究開発を重ね、既存のホーム・オフィス・デリバリー事業者と差別化された製品・サービ

スの提供に取り組み、「CLYTIA」ブランドの確立に努めてまいります。

また、国内のみならず海外展開、新規事業等にも注力し、既存事業のみに依存しない事業構造を築き、『お水の

品質、美味しさのNo.1企業』になること、さらに、お水を中心とした健康的なライフスタイルをお客様と一緒に作

り上げていくことを目指し、取り組んでまいります。

 

(6)経営者の問題認識と今後の方針

当社が今後も持続的に成長するためには、事業規模の拡大に合わせて適時に人員拡充を進めると同時に、組織体

制の整備を進めていくことが重要であると認識しております。このため、営業部門や生産・開発部門等について事

業規模や必要性に応じた採用を適時行うとともに、教育研修制度の拡充や内部管理体制の強化等の組織体制の整備

を進めて参ります。このような取り組みにより、顧客からの信頼を向上させていく方針であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資については、前事業年度末において計画中でありました富士吉田工場の水製造設備の増設

及び自動倉庫設備の導入、また、顧客の増加に伴う賃貸用資産への継続的な設備投資等を実施しております。

当事業年度の設備投資の総額は1,675,657千円であり、その主なものはレンタル用サーバ522,495千円、富士吉田

工場増設工事346,377千円、水製造設備270,000千円、容器ブロー成型機123,796千円であります。

なお、当事業年度における重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】
平成26年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)建物

（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

リース資産
（千円）

合計
（千円）

富士吉田工場

(山梨県富士吉田市)

ホーム・オフィス・デリ

バリー事業

水製造設備・

自動倉庫設備
723,295

417,058

(12,509)
460,597 1,600,951

51

(11)
 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．従業員数の（ ）は、平均臨時雇用者数を外書しております。

３．上記の他、他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

富士吉田工場

(山梨県富士吉田

市)

ホーム・オフィ

ス・デリバリー

事業

水製造設備
（リース）

33,912 33,912

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （平成26年５月31日現在）

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調
達方法

着手及び完了予定年月
完成後の増
加能力総額

（千円）
既支払額
（千円）

着手 完了

富 士 吉 田 工 場

（山梨県富士吉

田市）

ホーム・オフィ

ス・デリバリー

事業

容器ブロー

成型機
185,000 － 借入金 平成26年８月 平成26年12月

生産能力

10％増

富 士 吉 田 工 場

（山梨県富士吉

田市）

ホーム・オフィ

ス・デリバリー

事業

水製造設備 85,000 － 借入金 平成26年８月 平成27年３月
生産能力

10％増

 

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,892,000

計 23,892,000
 

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成26年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年６月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,113,400 8,113,400
東京証券取引所
市場第二部

権利内容に何ら限定のない、
当社における標準となる株式
であり、単元株式数は100株
であります。

計 8,113,400 8,113,400 ― ―
 

（注）１．提出日現在発行数には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 ２．当社は、平成26年４月16日付で、東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第二部に市場変更いた

しました。
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（２）【新株予約権等の状況】

①新株予約権

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年12月17日定時株主総会決議

区分
事業年度末現在

（平成26年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年５月31日）

新株予約権の数（個） 350 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 105,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 417 同左

新株予約権の行使期間
  自  平成22年12月17日
  至  平成27年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価額及び資本組入額（円）

   発行価額    　417
   資本組入額    209

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権は、発行時に割
当を受けた新株予約権者にお
いて、これを行使することを
要する。なお、取締役会にお
いて譲渡が認められた場合
は、譲渡を受けた者が新株予
約権者として、これを行使す
る。また、相続により新株予
約権を取得した場合はこの限
りではない。
②新株予約権発行時において
当社の取締役及び従業員で
あった者は、新株予約権行使
時においても当社、当社子会
社又は当社関係会社の役員又
は従業員であることを要す
る。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由がある場合はこの限りで
はない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の取得について
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

－ －
 

 （注）１．平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

  ２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、300株であります。

　 ３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとしま

す。

　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げます。
 

 
調整後
行使価額

 
＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行株式数
又は処分株式数

×
１株当り払込金額
又は処分価額

既発行株式数  ＋  新規発行株式数又は処分株式数
 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数

は切上げます。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換を行う場合等、その他必要と認められる場合に

は、当社取締役会の決議により必要と認める株式の数の調整を行います。
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平成25年６月14日取締役会決議

区分
事業年度末現在

（平成26年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年５月31日）

新株予約権の数（個） 600 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 180,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 961 同左

新株予約権の行使期間
 自 平成26年５月15日
 至 平成29年５月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価額及び資本組入額（円）

   発行価額    　961
   資本組入額    481

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、平成26
年３月期、平成27年３月期、
平成28年３月期の監査済みの
当社連結損益計算書（連結財
務諸表を作成していない場合
は損益計算書）において、営
業利益が次の各号に掲げる条
件を満している場合に、割当
てを受けた本新株予約権のう
ち当該各号に掲げる割合を限
度として本新株予約権を行使
することができる。この場合
において、かかる割合に基づ
き算出される行使可能な本新
株予約権の個数につき１個未
満の端数が生ずる場合には、
かかる端数を切り捨てた個数
の本新株予約権についてのみ
行使することができるものと
する。また、国際財務報告基
準の適用等により参照すべき
営業利益の概念に重要な変更
があった場合には、別途参照
すべき指標を取締役会にて定
めるものとする。
 (a) 平成26年３月期の営業

利益が6.5億円以上の場
合、新株予約権者が割当を
受けた本新株予約権の総数
の1/3を平成26年５月15日
から平成29年５月14日まで
の期間に行使することが出
来る。

 (b) 平成27年３月期の営業
利益が7.8億円以上の場
合、新株予約権者が割当を
受けた本新株予約権の総数
の1/3を平成27年５月15日
から平成29年５月14日まで
の期間に行使することが出
来る。

 (c) 平成28年３月期の営業
利益が9.4億円以上の場
合、新株予約権者が割当て
を受けた本新株予約権の総
数の1/3を平成28年５月15
日から平成29年５月14日ま
での期間に行使することが
出来る。

②新株予約権者は、新株予約
権の権利行使時においても、
当社または当社関係会社の取
締役、監査役または従業員で
あることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由がある

同左
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と取締役会が認めた場合は、
この限りではない。
③新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の行使は認め
ない。
④本新株予約権の行使によっ
て、当社の発行済株式総数が
当該時点における授権株式数
を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使
を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の一部行使
はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の取得について
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）４ －
 

 （注）１．平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

　 ２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、300株であります。

 ３．当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の

算　式により調整されるものとする。

　ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である

株　式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

　また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新

株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除

く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数
 

 
　　　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 
　 ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の

う　え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

　　　本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約

権の行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     本新株予約権に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
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（８）その他新株予約権の行使の条件

 本新株予約権に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(８)に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。　
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平成26年１月17日取締役会決議

区分
事業年度末現在

（平成26年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年５月31日）

新株予約権の数（個） 3,840 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 384,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 515 同左

新株予約権の行使期間
 自 平成27年４月１日
 至 平成34年３月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価額及び資本組入額（円）

   発行価額    　515
   資本組入額    258

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、平成26
年、平成27年、平成28年の各
事業年度にかかる当社の顧客
獲得件数が次の各号に掲げる
条件を満たしている場合に、
割当てを受けた本新株予約権
のうち当該各号に掲げる割合
を限度として本新株予約権を
行使することができる。この
場合において、かかる割合に
基づき算出される行使可能な
本新株予約権の個数につき１
個未満の端数が生ずる場合に
は、かかる端数を切り捨てた
個数の本新株予約権について
のみ行使することができるも
のとする。また、顧客獲得件
数の定義に変更があった場合
には、別途参照すべき指標を
取締役会にて定めるものとす
る。
 (a)平成26年の顧客獲得件

数が30,000件以上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の1/3を平成27年４月１日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

 (b)平成27年の顧客獲得件
数が30,000件以上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の1/3を平成28年４月１日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

 (c)平成28年の顧客獲得件
数が30,000件以上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の1/3を平成29年４月３日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

　(d) 上記(a)を達成出来な
かった場合において、平成
26年及び平成27年の累計の
顧客獲得件数が60,000件以
上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の2/3を平成28年４月１日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

同左
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　(e) 上記(a)(b)どちらか一
方のみ達成している場合に
おいて、平成26年、27年及
び28年の累計の顧客獲得件
数が90,000件以上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の2/3を平成29年４月３日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

　(f) 上記(a)(b)のどちらも
未達成の場合において、平
成26年、27年及び28年の累
計の顧客獲得件数が90,000
件以上の場合
　新株予約権者が割当てを
受けた本新株予約権の総数
の全てを平成29年４月３日
から平成34年３月31日まで
の期間に行使することが出
来る。

②本新株予約権の行使によっ
て、当社の発行済株式総数が
当該時点における授権株式数
を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使
を行うことはできない。
③本新株予約権１個未満の行
使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取
得については、当社の取締役
会の承認を要するものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）３ －
 

 （注）１．新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 ２．当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の

算　式により調整されるものとする。

　ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である

株　式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

　また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新

株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除

く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数
 

 

　　　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 
　 ３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

　　ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

27/94



　　　再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の

う　え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

　　　本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約

権の行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     本新株予約権に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

 本新株予約権に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(８)に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。　
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②新株予約権付社債

平成21年10月７日臨時株主総会決議

区分
事業年度末現在

（平成26年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年５月31日）

新株予約権の数（個） 14 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,200 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,250 同左

新株予約権の行使期間
  自  平成24年10月20日
  至  平成26年10月20日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価額及び資本組入額（円）

 　発行価額   1,250 
　　資本組入額 　625

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権は、転換社債型新
株予約権付社債に付されたも
のであり、本社債からの分離
譲渡はできないものとする。

同左

代用払込みに関する事項

新株予約権の行使に際して出
資される財産の内容は、当該
新株予約権に係る本社債を出
資するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）３ 同左

新株予約権付社債の残高(千円) 84,000 同左
 

（注）１．平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

　　　２．新株予約権付社債の発行日後に、当初転換価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う等の

場合は、次の算式により転換価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
当初転換価額

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

３．当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式

移転(以下「組織再編行為」という。) を行うことを当社の株主総会で決議した場合は、当該組織再編行為の効

力発生日において残存する本新株予約権付社債の社債権者に対して、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設

立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継

会社」という。)は以下の条件に基づき、本新株予約権に代わり、新たに新株予約権を交付するものとする。

①新たに交付される新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社の普通株式とする。

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の目的たる株式の数の算定方法に準じて決定する。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

当該財産の内容は、組織再編行為によって承継された本社債とし、その価額は当該本社債の額面100円につき

100円とする。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の

行使期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の取得の事由

取得の事由は定めない。

⑦上記①ないし⑥に定める条件のほか、新規交付新株予約権の条件については、新たな新株予約権付社債の経

済的価値が、組織再編行為の効力発生時点における本新株予約権付社債の経済的価値と実質的に同一になる

よう、これを定めるものとする。
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平成21年11月11日臨時株主総会決議

区分
事業年度末現在

（平成26年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年５月31日）

新株予約権の数（個） 2 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,600 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,250 同左

新株予約権の行使期間
  自  平成24年11月13日
  至  平成26年11月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価額及び資本組入額（円）

 　発行価額   　1,250
 　 資本組入額 　　625

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権は、転換社債型新
株予約権付社債に付されたも
のであり、本社債からの分離
譲渡はできないものとする。

同左

代用払込みに関する事項

新株予約権の行使に際して出
資される財産の内容は、当該
新株予約権に係る本社債を出
資するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

（注）３ 同左

新株予約権付社債の残高(千円) 12,000 同左
 

（注）１．平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
（注）２. 新株予約権付社債の発行日後に、当初転換価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う等の

場合は、次の算式により転換価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
当初転換価額

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

　
３. 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分
割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式
移転(以下「組織再編行為」という。) を行うことを当社の株主総会で決議した場合は、当該組織再編行為の効
力発生日において残存する本新株予約権付社債の社債権者に対して、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設
立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継
会社」という。)は以下の条件に基づき、本新株予約権に代わり、新たに新株予約権を交付するものとする。
①新たに交付される新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社の普通株式とする。

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の目的たる株式の数の算定方法に準じて決定する。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
当該財産の内容は、組織再編行為によって承継された本社債とし、その価額は当該本社債の額面100円につき
100円とする。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の
行使期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の取得の事由
取得の事由は定めない。

⑦上記①ないし⑥に定める条件のほか、新規交付新株予約権の条件については、新たな新株予約権付社債の経
済的価値が、組織再編行為の効力発生時点における本新株予約権付社債の経済的価値と実質的に同一になる
よう、これを定めるものとする。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年12月18日

（注）１
― 19,910 ― 790,500 △415,000 ―

平成24年12月26日

（注）２
1,971,090 1,991,000 ― 790,500 ― ―

平成25年３月14日

（注）３
250,000 2,241,000 138,000 928,500 138,000 138,000

平成25年３月28日

（注）４
37,500 2,278,500 20,700 949,200 20,700 158,700

平成25年５月31日

（注）５
15,000 2,293,500 3,750 952,950 3,750 162,450

平成25年８月31日

（注）６
10,000 2,303,500 2,500 955,450 2,500 164,950

平成25年10月１日

（注）７
4,607,000 6,910,500 ― 955,450 ― 164,950

平成26年１月31日

（注）８
435,000 7,345,500 36,322 991,772 36,322 201,272

平成26年２月３日

（注）９
767,900 8,113,400 212,708 1,204,480 212,708 413,980

 

（注）１．資本準備金の減少は、欠損填補によるものであります。

２．株式分割（１：100）によるものであります。

３. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　　　　　発行価格   　　1,200円

　　　　　引受価額       1,104円   

　　　　　資本組入額 　   552円

４. 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

割当先 野村證券㈱

発行価格    　 1,200円

資本組入額    　 552円

５. 平成25年５月１日から平成25年５月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。

６．平成25年８月１日から平成25年８月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。

７．株式分割（１：３）によるものであります。

８．平成26年１月１日から平成26年１月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。

９．有償第三者割当

　　割当先　㈱光通信

　　　　　　　発行価格　　　　　554円

　　　　　　　資本組入額　　　　277円
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（６）【所有者別状況】

平成26年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 0 3 20 25 11 2 2,271 2,332 －

所有株式数
（単元）

0 12,661 2,309 24,546 324 51 41,233 81,124 1,000

所有株式数の割
合（％） 0 15.61 2.85 30.25 0.40 0.06 50.82 100 －

 

　(注)自己株式159株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。

（７）【大株主の状況】

平成26年３月31日現在

株　　　　主　　　　名 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 1,187,900 14.64

日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ六号投資事業
有限責任組合

東京都世田谷区等々力4丁目1-1 尾山台駅前
ビル4階

1,082,100 13.33

野村信託銀行株式会社（信託口
2052131）

東京都千代田区大手町2丁目2-2 589,800 7.26

野村信託銀行株式会社（信託口
2052130）

東京都千代田区大手町2丁目2-2 589,800 7.26

株式会社アイケアジャパン 東京都豊島区東池袋1丁目5-6 570,000 7.02

ピグマリオン１号投資事業有限
責任組合

東京都中央区銀座6丁目7-18 ディム銀座5階 338,400 4.17

日本テクノロジーベンチャー
パートナーズＰ２号投資事業組
合

東京都世田谷区等々力4丁目1-1 尾山台駅前

ビル4階
276,900 3.41

株式会社コスモライフ 兵庫県加古川市加古川町備後358-1 270,000 3.32

三木谷　浩史 東京都港区 240,000 2.95

日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ七－Ａ号投資
事業有限責任組合

東京都世田谷区等々力4丁目1-1 尾山台駅前
ビル4階

168,000 2.07

計 ― 5,312,900 65.48
 

（注）１．株式会社光通信は、平成26年２月３日付の同社を割当先とする第三者割当による新株式発行により、主要

株主である筆頭株主となりました。

 ２．株式会社光通信及びその共同所有者である株式会社ＰＲＯＭＩＤＥＡ及びエルミック株式会社から平成26

年６月６日付で提出された大量保有報告書により、平成26年６月３日現在で以下の株式を所有している旨の

報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、

株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は、以

下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株式等の
数(株)

株券等の保有
割合(％）

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 1,571,900 18.50

株式会社ＰＲＯＭＩＤＥＡ 同上 589,800 7.27

エルミック株式会社 同上 509,800 6.28

計 － 2,671,500 31.44
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,112,400 81,123

権利内容に何ら限定
のない、当社におけ
る標準となる株式で
あり、単元株式数は
100株であります。

単元未満株式（注） 普通株式　   1,000 － －

発行済株式総数 8,113,400 － －

総株主の議決権 － 81,123 －
 

（注）「単元未満株式」の欄には、自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式の

割合(％)
（自己保有株式）
株 式 会 社 ウ ォ ー
ターダイレクト

山梨県富士吉田市上
吉田4597番地の１

159 － 159 0.0
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（９）【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する

方法によるものであります。

当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

①第２回株式会社ウォーターダイレクト新株予約権（平成20年12月17日定時株主総会決議）

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行することを、平成20年12月17日開

催の当社定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成20年12月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 １名
当社従業員 ３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
 

（注） 権利譲渡や退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の人数は当社取締役１名、当社従業員３

名の合計４名となっております。
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②第３回株式会社ウォーターダイレクト新株予約権（平成25年６月14日取締役会決議）

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを、平成25年６月14日開

催の当社取締役会において決議されたものであります。

決議年月日 平成25年６月14日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
 

 

③第４回株式会社ウォーターダイレクト新株予約権（平成26年１月17日取締役会決議）

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを、平成26年１月17日開

催の当社取締役会において決議されたものであります。

決議年月日 平成26年１月17日

付与対象者の区分及び人数 当社株主 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 159 109

当期間における取得自己株式 － －
 

（注）当期間における取得自己株式には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総
額(千円)

株式数(株)
処分価額の総
額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
た取得自己株式

－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式数 159 － 159 －
 

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成26年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式数は含めておりません。

 

３【配当政策】

当社は、株主への利益還元を重要視しており、配当政策についても重要な経営課題のひとつとして認識しておりま

す。剰余金の配当につきましては内部留保や設備投資等への投資とのバランスを考慮しながら、業績と連動した配当

の実施を基本方針としておりますが、当社の設立以来、当期純利益を計上した場合であっても、設備投資の必要性や

財務基盤を強固にすることが重要であると考え、配当を実施しておりません。将来の事業展開と経営体質の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施する所存でありますが、現時点において毎事業年度における配当の回

数についての方針及び具体的な実施時期等は未定であります。

 当社は、「会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の

決議により定める」旨を定款に定めております。

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える商品技術・製造

開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に

対し、会社法第454条第５項に定める中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高(円) ― ― ― ― 3,630
4,280
※ 868

最低(円) ― ― ― ― 2,120
1,787
※ 520

 

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。

２．当社株式は、平成25年３月15日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該

当事項はありません。

３．※印は、株式分割(平成25年10月１日、１株→３株)による権利落後の株価であります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成25年10月 11月 12月 平成26年１月 ２月 ３月

最高(円) 868 837 654 799 680 663

最低(円) 705 616 520 578 540 571
 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
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５【役員の状況】
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
執行役員
社長

伊久間 努 昭和42年7月3日生

平成４年４月 伊藤忠商事株式会社入社

(注)３ 46,800

平成15年７月 デルコンピュータ株式会社（現

デル株式会社）入社

平成17年12月 株式会社リヴァンプ入社

平成19年６月 当社取締役

平成19年10月 株式会社バーガーキング監査役

平成21年６月 株式会社フージャースコーポ

レーション取締役

平成21年６月 株式会社フージャースリビング

サービス取締役

平成21年12月 当社代表取締役社長

平成23年６月

 
平成25年４月

当社代表取締役執行役員社長

（現任）

株式会社フージャースホール

ディングス取締役(現任）

平成26年１月 株式会社アイディール・ライフ

取締役　（現任）

平成26年５月 株式会社ディー・アクション代

表取締役（現任）

取締役  村口 和孝 昭和33年11月20日生

昭和59年４月 日本合同ファイナンス株式会社

（現株式会社ジャフコ）入社

(注)３ 20,400

平成10年７月 株式会社日本テクノロジーベン

チャーパートナーズ設立  代表

取締役（現任）

平成12年４月

 
平成18年３月

有限会社NTVPサポート(現株式会

社NTVP）設立 代表取締役

日本テクノロジーベンチャー

パートナーズアイ六号投資事業

有限責任組合　無限責任組合員

（現任）

平成19年３月 当社取締役（現任）

平成20年６月 株式会社アキブホールディング

ス代表取締役（現任）

平成20年７月 株式会社アキブネットワークス

代表取締役（現任）

平成22年９月 株式会社アキブシステムズ代表

取締役（現任）

平成23年５月 株式会社トリニティーセキュリ

ティーシステムズ（現株式会社

ティエスエスリンク）代表取締

役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数
(株)

取締役  藤野 英人 昭和41年8月29日生

平成２年４月 野村投資顧問株式会社(現野村ア

セットマネジメント株式会社）

入社

(注)３ 1,500

平成12年４月 ゴールドマン・サックス・ア

セットマネジメント株式会社入

社

平成15年８月 レオス・キャピタルワークス設

立 代表取締役

平成17年９月 株式会社イデアインターナショ

ナル取締役

平成18年10月 当社取締役（現任）

平成21年10月 レオス・キャピタルワークス取

締役（現任）

取締役  湯浅 智之 昭和51年10月10日生

平成12年５月 アクセンチュア株式会社入社

(注)３ 500

平成17年10月 株式会社リヴァンプ入社

平成22年３月 アクトタンク株式会社代表取締

役（現任）

平成22年６月 株式会社リヴァンプ取締役

平成23年３月 同社取締役副社長(現任）

平成23年６月 当社取締役（現任）

平成25年１月

 
リヴァンプ・ビジネスソリュー

ションズ株式会社代表取締役

（現任）

平成25年６月 株式会社リヴァンプ・アウト

ソーシング代表取締役（現任）

平成26年２月 株式会社CUSI-NA代表取締役（現

任）

取締役  平井 亮子 昭和48年１月３日

平成７年７月 若木司法書士事務所　入所

(注)３ ―

平成９年４月 ネットビレッジ株式会社(現株式

会社fonfan）入社

平成15年８月 株式会社フィデック（現アク

リーティブ株式会社）経営企画

室長

平成19年６月 同社　取締役経営企画室長

平成21年４月 同社 取締役経営管理部長

平成22年12月 株式会社平井レーシングチー

ム　代表取締役（現任）

平成26年６月 当社取締役（現任）

常勤監査
役

 加藤 次夫 昭和25年2月17日生

昭和47年４月 株式会社協和銀行（現株式会社

りそな銀行）入社

(注)４ ―

昭和51年２月 清友物産株式会社入社

昭和58年２月 株式会社インテリアジャスティ

ス代表取締役

平成12年９月 株式会社菱和エステート（現株

式会社クレアスレント）入社

平成13年６月 同社取締役営業管理部長

平成18年７月 株式会社菱和ライフクリエイト

（現株式会社クレアスライフ）

入社　執行役員経理部長

平成20年８月 同社執行役員グループ業務部長

平成22年４月 当社管理本部長

平成22年10月 当社管理部長

平成22年12月 当社常勤監査役（現任）

平成26年１月 株式会社アイディール・ライフ

監査役（現任）

平成26年５月 株式会社ディー・アクション監

査役（現任）

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

39/94



監査役  手嶋 伸也 昭和47年3月27日生

平成７年４月 日興証券株式会社（現SMBC日興

証券株式会社）入社

(注)４ 3,200

平成13年６月 株式会社フージャースコーポ

レーション入社

平成19年12月 当社監査役（現任）

平成21年７月 ヴァイタルプラス株式会社代表

取締役（現任）

平成21年12月 株式会社日本テクノロジーベン

チャーパートナーズ取締役（現

任)

平成22年１月 有限会社NTVPサポート(現株式会

社NTVP）代表取締役(現任)

監査役  南　裕史 昭和43年10月11日生

平成16年10月 弁護士登録

(注）５ ―

平成16年10月 村上・鶴田法律事務所(現弁護士

法人むらかみ）入所

平成19年10月 南裕史法律事務所 設立

平成20年６月 弁護士法人リオ・パートナーズ

設立 代表社員（現任）

平成20年11月 株式会社リオ・ホールディング

ス　取締役(現任）

平成24年６月 丸の内債権回収株式会社　監査

役（現任）

平成25年10月 パレス・キャピタル株式会社　

代表取締役（現任）

平成26年６月 当社監査役（現任）

    計 72,400
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（注）１．取締役 村口和孝、藤野英人、湯浅智之、平井亮子は、社外取締役であります。

２．監査役 手嶋伸也、南裕史は、社外監査役であります。

３．平成26年６月21日開催の定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

４．平成24年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

５．平成26年６月21日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

６．当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており

ます。執行役員は常勤取締役と取締役会にて選任された従業員で構成され、伊久間努、武井道雄、栗原智晴

加治木博志の４名体制をとっております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の継続的向上を目的に、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる

経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的であると考えております。今後も適切なコーポレート・ガ

バナンスのあり方を検討してまいります。 

　

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

１）会社の機関の基本説明

イ．取締役会 

当社の取締役会は、取締役５名で構成しており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその

他経営に関する重要事項に関する意思決定をしております。原則として月１回の定例取締役会の開催に加え、重要案

件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。

また、当社は経営の透明性や業務執行機関に対する監督機能の強化を目的に、全取締役のうち代表取締役を除く４

名を社外取締役で構成しております。

　

ロ．執行役員会

当社は、取締役会による管理・監督のもと、業務執行の最高機関として執行役員会制度を導入しております。執行

役員会は、常勤取締役のほか、取締役会にて選任された常勤４名の執行役員で構成しております。

執行役員会は取締役会への付議事項の審議のほか、「職務権限一覧表」に定めた決裁事項に基づき、会社の重要な

事項の審議・決裁・承認・報告を行い、迅速な意思決定を実現しております。

　

ハ．監査役会

当社の監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名（いずれも社外監査役）で構成しており、毎月１回の監査役

会を開催するほか、必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・規程等の遵守状況

の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査

手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適正な監査

の実施に努めております。

　

ニ．内部監査室

当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査室を設置しており、内

部監査室長のほか、専任担当者１名が監査を行っております。

内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携の下、内部

監査計画書に基づき実施しております。内部監査結果は代表取締役執行役員社長に報告するほか、被監査部門と意見

交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の未然防止等に努めております。

　

当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下の通りであります。
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２）内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムにつきましては、以下のとおり取締役会において決議しております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基

づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

②取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定

められた社内規程に従い業務を執行する。

③コンプライアンスの状況は、各部門責任者を兼ねる執行役員が参加する執行役員会等を通じて取締役及び

監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体

制の整備及び推進に努める。

④代表取締役執行役員社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等に

ついて 定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役執行役員社長及び監査役に報告する。また、法令違

反その他  法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するもの

とし、社外からの通報については、管理部を窓口として定め、適切に対応する。

　

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記

録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

②取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

　

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスク

に対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。

②リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対して

は、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リス

ク状況の監視及び全社的対応は管理部が行うものとする。

③不測の事態が発生した場合には、代表取締役執行役員社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問

法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

④内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役執行役員社長に報告するものと

し、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

　

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る観点

から執行役員制度を採用する。

②取締役会は月に１回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、

経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門にお

いては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

③執行役員は、代表取締役執行役員社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執

行する。執行役員会を、必要に応じて適時開催し迅速な意思決定を行う。執行役員会は執行役員等から取

締役及び監査役に対して状況報告を行うほか、会社経営に関する情報を相互的に交換し、必要に応じ、あ

るいは取締役会の求めに応じて、取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。

④各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を

図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

　

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①グループ会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行

い、重要案件については事前協議を行う。

②グループ会社の管理は管理部が行うものとし、必要に応じてグループ会社の取締役又は監査役として当社

の取締役、監査役又は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、

監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。

③当社の監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び

使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使

用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、管理部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指

示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。

　

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

①監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席

し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとす

る。

②取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内

部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収

集・交換が適切に行えるよう協力する。

　

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。

②監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、

会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。

　

９．財務報告の信頼性を確保するための体制

内部統制システムの構築に関する基本方針及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用

を行う。

　

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを

各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した

場合には取引を解消する。

②管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基

本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法

等を整備し周知を図る。

③反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、

有事の際の協力体制を構築する。

　

③ 内部監査及び監査役監査の状況

それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計

画に基づき、「１)会社の機関の基本説明 ハ．監査役会、 ニ．内部監査室」に記載のとおり 監査を実施しておりま

す。また、会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。

常勤監査役　加藤次夫氏は、長年にわたり管理部門において会計及び財務業務の経験を重ねてきており、会計及び財

務に関する相当程度の知見を有するものであります。

　

④ 会計監査の状況

当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、当該監査人の監査を受け、会計上の課題については随時確認を行い、会

計処理の適正化に努めております。

なお、業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。

三優監査法人  代表社員  杉田  純

三優監査法人 代表社員 山本 公太

継続監査年数については、いずれも７年以内のため記載を省略しております。

また、監査業務に係わる補助者は公認会計士４名及びその他４名であります。

　

⑤ 社外取締役及び社外監査役

社外取締役 村口和孝氏は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な見識・経験を活かし、当社の経営全般に助言を

いただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特

別な利害関係はありませんが、同氏は当社株式20,400株を保有しており、また、同氏は当社筆頭株主である日本テクノ

ロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。

　社外取締役 藤野英人氏は、ファンドマネージャーとしての豊富な見識・経験を活かし、当社の経営全般に助言をいた

だくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別な

利害関係はありませんが、同氏は当社株式1,500株を保有しております。

　社外取締役 湯浅智之氏は、食品業界のコンサルタント及び企業経営者としての豊富な見識・経験を活かし、当社の経

営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。
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当社との間に特別な利害関係はありませんが、同氏は株式会社リヴァンプの取締役副社長であり、同社は当社の株主で

あります。また、同氏は当社株式500株を保有しております。

社外取締役 平井亮子氏は、上場企業の経営企画担当役員としての豊富な見識・経験を活かし、当社の経営全般に助言

をいただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社は同氏が

代表取締役を務める株式会社平井レーシングチームとの間にスポンサー契約を締結し製品の無償提供等の取引関係があ

ります。人的・資本関係はありません。

社外監査役 手嶋伸也氏は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な見識・経験を活かし、当社の監査に反映してい

ただくことで、当社の監査体制強化につながるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別

な利害関係はありませんが、当社株式3,200株を保有しております。

社外監査役 南裕史氏は、弁護士としての豊富な見識・経験をもって客観的・中立的な立場で当社の監査をしていただ

くことで、当社の管理体制強化につながるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社との間に特別な利

害関係はありません。

　当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としておりま

す。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行につい

て善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 なお、社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたって

は、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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⑥ リスク管理体制の整備の状況

当社は、業務上抱える各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組

んでおります。全社的なリスク管理体制の整備については、管理部長を責任者とし、管理部総務チームを責任部署とし

ております。

当社は多数の個人情報を取得しておりますが、個人情報の管理については、「個人情報管理規程」及び「個人情報保

護方針」を策定しており、その管理を徹底する体制を構築しております。

また、当社は「危機管理規程」を制定し、取引先や顧客に多大なる損害を与えた場合、自然災害による損害を受けた

場合、商品に毒物や危険物を混入された場合等、会社の存続にかかわる重大な事案が発生した場合を「経営危機」と定

義し、万一経営危機が発生した場合の対応について定めております。

富士吉田工場では平成23年８月にISO9001を取得し、商品の製造過程においてISOで定められた各種基準書のとおり運

用することにより品質管理を徹底しております。 

なお、不測の事態が発生した場合には、代表取締役執行役員社長を責任者とする対策本部を設置し、迅速な対応を行

い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努めております。

　

⑦ 役員報酬の内容 

１）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

29,550 29,550 ― ― ― 3

監査役
(社外監査役を除く。)

6,450 6,450 ― ― ― 1

社外役員 9,450 9,450 ― ― ― 5
 

なお、平成 18 年 10 月 16 日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬を年額１億円以内(使用人兼務取締役の使

用人給与分を除く。)、監査役の報酬を年額３千万円以内とする旨、決議しております。

　

２）提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　　　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

３）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　　　当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

　

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は３名以上11名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする旨定款に定めております。

　

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

１）中間配当の定め

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年９月30日を基準日として、会社法第454条

第５項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　

２）自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨を定款に定めており

ます。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を

取得することを目的とするものであります。
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３）剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によ

らず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることに

より、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

４）取締役等の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の

決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株

主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま

す。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

9,500 2,000 13,000 －
 

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

 

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

    当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外であるコンフォートレターの作成を委託

し、その対価を支払っております。

 

（当事業年度）

　　　　該当事項はありません。

 
 

④【監査報酬の決定方針】

監査日数、監査内容等を勘案し、当社の監査役会の同意を得た上で決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令

第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日

まで）の財務諸表について、三優監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいもの

として、連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

    資産基準          2.2％

    売上高基準        0.0％

    利益基準          0.7％

    利益剰余金基準    0.2％

    ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人や開示資料製作支援会社が主催する

セミナー等への参加、また会計・税務専門書の定期購読等を行っております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,540,420 2,251,888

  受取手形 9,915 -

  売掛金 827,151 ※3  734,992

  リース投資資産 193,155 94,586

  商品及び製品 209,400 255,587

  原材料及び貯蔵品 46,867 93,844

  前渡金 70,910 102,769

  前払費用 38,586 38,191

  繰延税金資産 48,279 13,756

  その他 ※3  9,772 ※3  39,723

  貸倒引当金 △4,086 △2,676

  流動資産合計 2,990,374 3,622,665

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※1  478,372 ※1  836,835

   構築物 1,930 21,180

   機械及び装置 13,741 21,349

   車両運搬具 1,906 2,384

   工具、器具及び備品 92,777 118,185

   土地 ※1  314,804 ※1  417,058

   リース資産 44,353 580,296

   建設仮勘定 296,713 -

   賃貸用資産 1,942,383 2,565,413

   減価償却累計額 △1,318,262 △1,968,017

   有形固定資産合計 1,868,721 2,594,685

  無形固定資産   

   商標権 2,337 2,368

   特許権 - 4,349

   実用新案権 132 82

   意匠権 466 389

   ソフトウエア 155,229 144,823

   リース資産 8,086 5,846

   その他 290 290

   無形固定資産合計 166,542 158,149

  投資その他の資産   

   関係会社株式 55,583 87,566

   出資金 20 20

   破産更生債権等 15,028 12,408

   長期前払費用 5,091 1,706

   繰延税金資産 36,986 49,285

   その他 41,636 47,039

   貸倒引当金 △14,455 △11,960

   投資その他の資産合計 139,891 186,065

  固定資産合計 2,175,155 2,938,900

 資産合計 5,165,529 6,561,566

負債の部   

 流動負債   
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  買掛金 ※3  100,144 ※3  119,298

  短期借入金 279,385 100,000

  1年内償還予定の社債 19,450 203,200

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  663,062 ※1  926,830

  リース債務 125,047 202,443

  未払金 481,273 506,233

  未払費用 56,364 68,786

  未払法人税等 93,533 108,887

  預り金 10,845 20,621

  前受収益 81,749 27,504

  賞与引当金 32,110 -

  その他 27 1,302

  流動負債合計 1,942,993 2,285,108

 固定負債   

  社債 260,800 57,600

  長期借入金 ※1  1,189,326 ※1  1,305,791

  リース債務 106,527 408,471

  資産除去債務 176,835 212,085

  長期預り保証金 85,000 80,000

  その他 3,515 19,673

  固定負債合計 1,822,004 2,083,620

 負債合計 3,764,998 4,368,729

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 949,200 1,204,480

  資本剰余金   

   資本準備金 158,700 413,980

   資本剰余金合計 158,700 413,980

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 293,727 543,594

   利益剰余金合計 293,727 543,594

   自己株式 - △109

  株主資本合計 1,401,627 2,161,947

 評価・換算差額等   

  繰延ヘッジ損益 △1,095 △643

  評価・換算差額等合計 △1,095 △643

 新株予約権 - 31,532

 純資産合計 1,400,531 2,192,837

負債純資産合計 5,165,529 6,561,566
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
  至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
  至 平成26年３月31日)

売上高   

 商品売上高 643,067 688,547

 製品売上高 6,025,277 ※1  7,279,094

 その他売上高 526,253 805,011

 売上高合計 7,194,599 8,772,654

売上原価   

 商品売上原価   

  商品期首たな卸高 27,842 200,757

  当期商品仕入高 1,085,670 1,084,650

  合計 1,113,513 1,285,407

  商品他勘定振替高 ※2  450,722 ※2  522,495

  商品期末たな卸高 200,757 240,057

  商品売上原価 462,033 522,854

 製品売上原価   

  製品期首たな卸高 1,600 8,642

  当期製品製造原価 ※1,※5  1,236,473 ※1,※5  1,574,486

  合計 1,238,073 1,583,129

  製品他勘定振替高 ※3  29,331 ※3  28,063

  製品期末たな卸高 8,642 15,530

  製品売上原価 1,200,098 1,539,534

 売上原価合計 1,662,132 2,062,389

売上総利益 5,532,467 6,710,264

販売費及び一般管理費 ※4,※5  5,086,250 ※4,※5  6,242,484

営業利益 446,216 467,779

営業外収益   

 業務受託手数料 ※1  6,000 ※1  3,000

 助成金収入 200 7,319

 保険金収入 956 3,132

 為替差益 7,512 3,948

 その他 1,184 4,847

 営業外収益合計 15,853 22,247

営業外費用   

 支払利息 45,882 47,610

 支払手数料 1,155 20,487

 株式交付費 6,130 2,510

 上場関連費用 14,635 9,340

 その他 6,476 2,705

 営業外費用合計 74,281 82,655

経常利益 387,789 407,372

特別利益   

 関係会社株式売却益 ※6  9,708 ※6  11,133

 特別利益合計 9,708 11,133

特別損失   

 固定資産除却損 ※7  259 ※7  1,489

 特別損失合計 259 1,489

税引前当期純利益 397,238 417,015

法人税、住民税及び事業税 87,528 145,174

法人税等調整額 △49,104 21,974

法人税等合計 38,424 167,148

当期純利益 358,813 249,867
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ材料費  833,854 67.5 929,099 59.0

Ⅱ労務費  234,268 18.9 324,479 20.6

Ⅲ経費 ※１ 168,350 13.6 320,907 20.4

　当期製品製造原価  1,236,473 100.0 1,574,486 100.0
 

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

減価償却費 16,153 75,518

賃借料 36,874 37,781

消耗品費 51,873 87,542
 

 

（原価計算の方法）

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

（単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

新株

予約権
純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計資本準備金

その他

利益剰余金利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 790,500 ― △65,086 △65,086 ― 725,413 △1,990 △1,990 ― 723,422

当期変動額 　 　 　 　  　 　 　  　

新株の発行 158,700 158,700 　 　  317,400 　 　  317,400

新株の発行（新株予

約権の行使）
― ―    ―    ―

当期純利益 　 　 358,813 358,813  358,813 　 　  358,813

自己株式の取得     ― ―    ―

新株予約権の発行         ― ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
　 　 　 　  　 894 894 ― 894

当期変動額合計 158,700 158,700 358,813 358,813 ― 676,213 894 894 ― 677,108

当期末残高 949,200 158,700 293,727 293,727 ― 1,401,627 △1,095 △1,095 ― 1,400,531
 

 

 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

（単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

新株

予約権
純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計資本準備金

その他

利益剰余金利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 949,200 158,700 293,727 293,727 ― 1,401,627 △1,095 △1,095 ― 1,400,531

当期変動額 　 　 　 　  　 　 　  　

新株の発行 212,708 212,708 　 　  425,416 　 　  425,416

新株の発行（新株予

約権の行使）
42,572 42,572    85,145    85,145

当期純利益 　 　 249,867 249,867  249,867 　 　  249,867

自己株式の取得     △109 △109    △109

新株予約権の発行         31,532 31,532

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
　 　 　 　  　 452 452  452

当期変動額合計 255,280 255,280 249,867 249,867 △109 760,320 452 452 31,532 792,305

当期末残高 1,204,480 413,980 543,594 543,594 △109 2,161,947 △643 △643 31,532 2,192,837
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 397,238 417,015

 減価償却費 546,354 715,784

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,763 △3,904

 移転費用引当金の増減額（△は減少） △3,270 -

 賞与引当金の増減額（△は減少） 32,110 △32,110

 受取利息及び受取配当金 △203 △496

 支払利息 45,882 47,610

 為替差損益（△は益） △7,523 △5,076

 固定資産除却損 259 1,489

 関係会社株式売却益 △9,708 △11,133

 株式交付費 6,130 2,510

 社債発行費 1,927 -

 上場関連費用 14,635 9,340

 売上債権の増減額（△は増加） △227,757 103,295

 リース投資資産の増減額（△は増加） 13,924 123,048

 たな卸資産の増減額（△は増加） △202,416 △93,164

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,537 △12,705

 未払金の増減額（△は減少） 37,988 79,320

 預り金の増減額（△は減少） △920 9,776

 前受収益の増減額（△は減少） 81,548 △54,043

 その他 △7,124 △62,146

 小計 732,378 1,234,412

 利息及び配当金の受取額 241 462

 利息の支払額 △44,990 △48,843

 法人税等の支払額 △8,419 △129,082

 営業活動によるキャッシュ・フロー 679,210 1,056,948

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △9,600 △12,300

 定期預金の払戻による収入 50,000 26,847

 有形固定資産の取得による支出 △893,712 △808,382

 無形固定資産の取得による支出 △71,586 △31,571

 関係会社株式の取得による収入 - △45,900

 関係会社株式の売却による収入 29,125 25,050

 敷金及び保証金の差入による支出 △15,524 △9,013

 敷金及び保証金の回収による収入 2,436 1,004

 投資活動によるキャッシュ・フロー △908,861 △854,265

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 298,050 1,200,640

 短期借入金の返済による支出 △133,765 △1,380,025

 長期借入れによる収入 1,100,000 1,200,000

 長期借入金の返済による支出 △590,418 △819,767

 社債の発行による収入 78,072 -

 社債の償還による支出 △16,700 △19,450

 株式の発行による収入 311,269 508,050

 新株予約権の発行による収入 - 31,532

 リース債務の返済による支出 △27,362 △181,082

 割賦債務の返済による支出 △106,184 △12,204

 その他 △14,635 △9,449

 財務活動によるキャッシュ・フロー 898,325 518,245

現金及び現金同等物の換算差額 7,523 5,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 676,197 726,004
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現金及び現金同等物の期首残高 833,186 1,509,384

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,509,384 ※1  2,235,388
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用しております。

 

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物               ３年～38年

　構築物　　　　　　　10年～15年

　機械及び装置       ３年～17年

　車両運搬具         ３年～４年

　工具、器具及び備品 ２年～10年

また、賃貸用資産については経済的、機能的な実情を勘案した合理的な償却年数に基づく定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方

法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、経済的耐用年数及びリース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

５．繰延資産の処理方法

　株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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７．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しておりま

す。

 

８．収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

 

９．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、

特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりませ

ん。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

リスク管理方針に従い、金利の変動によるヘッジ手段とヘッジ対象との相関関係が確保されていることを確認し

ております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略してお

ります。

 

10．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

11．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（表示方法の変更）

（損益計算書）

　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「助成金収入」及び「保険金収入」

については、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた2,340千円は、

「助成金収入」200千円、「保険金収入」956千円、「その他」1,184千円として組替えております。

　また、前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」については、

営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた7,631千円は、

「支払手数料」1,155千円、「その他」6,476千円として組替えております。

　

（キャッシュ・フロー計算書）

　前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース投

資資産の増減額（△は増加）」及び「預り金の増減額（△は減少）」については、金額的重要性が増したた
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め、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の

組替えを行っております。

　この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた5,879千円は、「リース投資資産の増減額（△は増加）」13,924千円、「預り金の増

減額（△は減少）」△920千円、「その他」△7,124千円として組替えております。

 
（会計上の見積りの変更）

従来、当社のウォーターサーバーの再生に係る費用は、発生時に費用処理しておりましたが、当事業年度よ

り賃貸用資産に計上しております。この変更は、近年のウォーターサーバー再生の本格化に伴い、上記費用の

発生額の重要性が増してきたこと及び収益が長期的・安定的に実現する事業の性質上、これらの費用を賃貸用

資産に計上し、減価償却により費用化する方法がより合理的であり、費用収益対応の観点から期間損益をより

適正に表示すると判断したために行ったものであります。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ46,820千円増加しております。
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（貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

建物 393,406千円 723,295千円

土地 314,804 417,058

 計 708,211 1,140,353
 

当事業年度の土地のうち102,253千円は、取引先の銀行借入金に対する第三者担保提供であります。

　

担保付債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

１年内返済予定の長期借入金 91,521千円 77,835千円

長期借入金 435,769 452,165

 計 527,290 530,000
 

 

　２ 保証債務

下記の会社のリース契約に対して債務保証を行っております。

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

プレミアムウォーター株式会社 157,598千円 46,352千円

　計 157,598 46,352
 

 

※３ 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

売掛金 －千円 42千円

流動資産の「その他」 525 4,103

買掛金 1,260 262
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（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

営業取引による取引高   

 売上高 －千円 40千円

 材料仕入高 14,400 3,500

営業取引以外の取引による取引高   

 業務受託手数料 6,000千円 3,000千円
 

 

※２ 商品他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

賃貸用資産への振替高 450,722千円 522,495千円
 

 

※３ 製品他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

販売促進費への振替高 29,331千円 28,063千円
 

 

※４ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

販売手数料 570,809千円 800,680千円

販売促進費 913,927 993,438 

商品製品配送料 1,320,827 1,677,892 

給与手当 345,986 443,318 

賞与引当金繰入額 24,843 － 

減価償却費 530,200 640,265 

貸倒引当金繰入額 12,074 2,465 

     

おおよその割合     

販売費 57％ 58％

一般管理費 43％ 42％
 

 

※５ 研究開発費の総額

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

一般管理費及び当期製造費用に
含まれる研究開発費

67,638千円 85,989千円
 

 

※６ 関係会社株式売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

富士ウォーター株式会社 9,708千円 11,133千円

     計 9,708 11,133
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※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

建物 23千円 1,213千円

工具、器具及び備品 235 －

商標権 － 276

     計 259 1,489
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 19,910 2,258,590 － 2,278,500
 

（注）当社は、平成24年12月26日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。

 

（変動事由の概要）

　　平成24年12月26日付株式分割による増加　1,971,090株

　　平成25年３月14日付公募増資による新株の発行　250,000株

　　平成25年３月28日付オーバーアロットメントによる株式の売出しに係る第三者割当による新株の発行　37,500株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社 第１回新株予約権 普通株式 1,900 188,100 20,000 170,000 －

 第２回新株予約権 普通株式 400 39,600 5,000 35,000 －

 
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債の新株
予約権（注１）

普通株式 224 22,176 － 22,400 －

 
第２回無担保転換社債型
新株予約権付社債の新株
予約権（注１）

普通株式 32 3,168 － 3,200 －

合計  2,556 253,044 25,000 230,600 －
 

（注） １．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

２．当社は、平成24年12月26日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。

３．新株予約権の目的となる株式の数の変動事由の概要

新株予約権の増加は、平成24年12月26日付けで普通株式１株を100株に分割したことによるものでありま

す。また、第１回新株予約権及び第２回新株予約権の減少は、退職者の権利失効によるものでありま

す。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 2,278,500 5,834,900 － 8,113,400

自己株式     

普通株式 － 159 － 159
 

（注）当社は、平成25年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を３株に分割）を実施しております。

 
（変動事由の概要）

　普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　平成25年10月１日付株式分割による増加　4,607,000株

　　平成26年２月３日付第三者割当増資による新株の発行　767,900株

　　新株の発行（新株予約権の行使）

　　　第１回新株予約権の権利行使による増加　460,000株

 
　自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　平成25年４月26日買取請求に基づく取得　53株

　　平成25年10月１日付株式分割による増加　106株

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社 第１回新株予約権 普通株式 170,000 290,000 460,000 － －

 第２回新株予約権 普通株式 35,000 70,000 － 105,000 －

 
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債の新株
予約権（注１）

普通株式 22,400 44,800 － 67,200 －

 
第２回無担保転換社債型
新株予約権付社債の新株
予約権（注１）

普通株式 3,200 6,400 － 9,600 －

 第３回新株予約権 普通株式 － 180,000 － 180,000 1,980

 第４回新株予約権 普通株式 － 384,000 － 384,000 29,552

合計  230,600 975,200 460,000 745,800 31,532
 

（注） １．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

２．当社は、平成25年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を３株に分割）を実施しております。

３．新株予約権の目的となる株式の数の変動事由の概要

　平成25年７月１日付第３回新株予約権の発行による増加　60,000株

　平成25年10月１日付株式分割による増加　531,200株

　平成26年２月３日付第４回新株予約権の発行による増加　384,000株

　第１回新株予約権の権利行使による減少　460,000株

 
３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

現金及び預金勘定 1,540,420千円 2,251,888千円

預入期間が３か月を超える定期預金等 △31,036千円 △16,500千円

現金及び現金同等物 1,509,384千円 2,235,388千円
 

　

２　重要な非資金取引の内容

(1) 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

重要な資産除去債務の計上額 63,990千円 55,785千円
 

　

(2) ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

ファイナンス・リース取引に係る資産及
び債務の額

210,560千円 560,422千円
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

(貸主側)

(1) リース投資資産の内訳

流動資産

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

リース料債権部分 202,556 96,692

見積残存価額部分 － －

受取利息相当額 △9,400 △2,106

リース投資資産 193,155 94,586
 

　

(2) リース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額

流動資産

(単位：千円)

 
前事業年度

（平成25年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産 96,032 106,523 － － － －
 

　

(単位：千円)

 
当事業年度

（平成26年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース投資資産 96,408 284 － － － －
 

　

(借主側)

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法（3）リース資産」に記載のとおりであります。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

生産設備（工具、器具及び備品）であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法（3）リース資産」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容

は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 (単位：千円)

 

前事業年度
(平成25年３月31日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 12,201 11,498 702

合計 12,201 11,498 702
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 (単位：千円)

 

当事業年度
(平成26年３月31日)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 12,201 12,201 －

合計 12,201 12,201 －
 

　
(2) 未経過リース料期末残高相当額

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

１年内 746 －

１年超 － －

合計 746 －
 

　
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

支払リース料 1,296 746

減価償却費相当額 1,220 702

支払利息相当額 17 3
 

　
(4) 減価償却費相当額の算出方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
　

(5) 利息相当額の算出方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。
　

２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

１年内 33,912 33,912

１年超 33,912 －

合計 67,824 33,912
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については新株発行、銀行借

入及び社債発行による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利

用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

借入金、社債及びファイナンス・リース取引によるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達

を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で７年後であります。このうち一部は、変動金利で

あるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ）を利用してヘッ

ジしております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利ス

ワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効

性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「９．ヘッジ会計の方法」を

ご覧下さい。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況

を定期的に把握する体制としております。

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、

担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の判定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関

係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る

市場リスクを示すものではありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

68/94



 

２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前事業年度（平成25年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,540,420 1,540,420 －

(2）売掛金 827,151   

貸倒引当金（＊１） △4,086   

 823,064 823,064 －

(3）リース投資資産 193,155 191,125 △2,030

資産計 2,556,640 2,554,610 △2,030

(1）買掛金 100,144 100,144 －

(2）短期借入金 279,385 279,385 －

(3）未払金 481,273 481,273 －

(4）社債（１年内償還予定を含む） 280,250 282,093 1,843

(5）長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,852,388 1,843,913 △8,474

(6）リース債務（１年内返済予定を含む） 231,574 229,171 △2,402

負債計 3,225,016 3,215,982 △9,033

デリバティブ取引（＊２） （2,269） （2,269） －
 

（＊１）売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては（  ）で示しております。
　

当事業年度（平成26年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,251,888 2,251,888 －

(2）売掛金 734,992   

貸倒引当金（＊１） △2,676   

 732,315 732,315 －

(3）リース投資資産 94,586 94,042 △544

資産計 3,078,790 3,078,246 △544

(1）買掛金 119,298 119,298 －

(2）短期借入金 100,000 100,000 －

(3）未払金 506,233 506,233 －

(4）社債（１年内償還予定を含む） 260,800 263,753 2,953

(5）長期借入金（１年内返済予定を含む） 2,232,621 2,235,153 2,532

(6）リース債務（１年内返済予定を含む） 610,914 596,295 △14,619

負債計 3,829,867 3,820,734 △9,133

デリバティブ取引（＊２） （1,460） （1,460） －
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（＊１）売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては（  ）で示しております。

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1）現金及び預金、並びに(2）売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3）リース投資資産

回収可能性を反映した元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

　

負  債

(1）買掛金、(2）短期借入金及び(3）未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(4）社債（１年内償還予定を含む）、(5）長期借入金（１年内返済予定を含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は社債の発行を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特

例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(6）リース債務（１年内返済予定を含む）

元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。

　

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

  (単位：千円)

区分 平成25年３月31日 平成26年３月31日

関係会社株式 55,583 87,566
 

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「２．金融商品

の時価等に関する事項」には含めておりません。

　

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,540,420 － － －

売掛金 827,151 － － －

リース投資資産 111,385 81,769 － －

合計 2,478,957 81,769 － －
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当事業年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,251,888 － － －

売掛金 734,992 － － －

リース投資資産 94,303 283 － －

合計 3,081,184 283 － －
 

　

４．社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 279,385 － － － － －

社債 19,450 203,200 11,200 11,200 11,200 24,000

長期借入金 663,062 584,730 332,235 99,604 60,637 112,120

リース債務 125,047 94,964 7,421 3,967 174 －

合計 1,086,944 882,894 350,856 114,771 72,011 136,120
 

　
当事業年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 100,000 － － － － －

社債 203,200 11,200 11,200 11,200 11,200 12,800

長期借入金 926,830 697,535 354,799 122,584 80,024 50,849

リース債務 202,443 108,146 104,409 92,370 82,376 21,168

合計 1,432,473 816,881 470,408 226,154 173,600 84,817
 

　

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券
該当事項はありません。

　
２．その他有価証券

該当事項はありません。
　

３．事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前事業年度（平成25年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の
取引

金利スワップ取引     

変動受取・固定支払 15,000 － △567 △567

合計 15,000 － △567 △567
 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
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当事業年度（平成26年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の
取引

金利スワップ取引     

変動受取・固定支払 15,000 － △461 △461

合計 15,000 － △461 △461
 

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。

　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
(千円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 45,000 32,500 △1,702

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 907,210 615,874 (注）２

 

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当事業年度（平成26年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
(千円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 32,500 22,500 △999

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 1,225,840 736,968 (注）２

 

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

当社は、平成22年12月から中小企業退職金共済に加入しております。
１．採用する退職給付制度の概要

確定拠出型年金制度を採用しております。
　

２．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

確定拠出型年金への掛金支払額(千円) 7,571 9,625
 

　

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、第１回・第２回ストック・オプション付与時点において未公開企業であり、付与時点における

ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は０円であるため、費用計上しておりません。
 

２．ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

現金及び預金（千円） － 31,532
 

 
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

平成25年10月１日に普通株式１株を３株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を
反映した数値を記載しております。
(1）ストック・オプションの内容

 
第１回ストック・オプショ

ン(Ａ)
第１回ストック・オプショ

ン(Ｂ)
第２回ストック・オプショ

ン

付与対象者の区分及び人数 取締役２名 株主４名
取締役１名

従業員３名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）１
普通株式 180,000株 普通株式 450,000株 普通株式 120,000株

付与日 平成19年１月17日 平成19年１月17日 平成20年12月17日

権利確定条件 （注）２ （注）３ （注）４

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。
同左 同左

権利行使期間
平成21年１月17日から

平成26年１月31日まで

平成21年１月17日から

平成27年12月31日まで

（注）５

平成22年12月17日から

平成27年12月31日まで

 

 

 
第３回ストック・オプショ

ン
第４回ストック・オプショ

ン

付与対象者の区分及び人数 取締役１名 株主１名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）１
普通株式 180,000株 普通株式 384,000株

付与日 平成25年７月１日 平成26年２月３日

権利確定条件 （注）６ （注）７

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。
同左

権利行使期間
平成26年５月15日から

平成29年５月14日まで

平成27年４月１日から

平成34年３月31日まで
 

（注）１．株式数に換算して記載しております。
２．①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締

役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続によ
り新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

②新株予約権発行時において当社の取締役であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又
は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正
当な理由がある場合はこの限りではない。
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③当社普通株式が証券取引所に上場された日から６か月を経過していること。
３．①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締

役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けた者が新株予約権者として行使する。また、相続によ
り新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

②新株予約権発行時において当社の株主であった者は、新株予約権行使時においても当社の株主であり、且
つ、新株予約権の発行理由となる当社への支援を継続している状態であることを要する。

４．①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、取締
役会において譲渡が認められた場合は、譲渡を受けたものが新株予約権者として行使する。また、相続に
より新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

②新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当
社子会社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。

５．平成24年８月10日開催の臨時株主総会において、権利行使期間の期日を平成26年１月31日から変更しており
ます。

６．①新株予約権者は、平成26年３月期、平成27年３月期、平成28年３月期の監査済みの当社連結損益計算書
（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満し
ている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行
使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数
につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使
することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要
な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年３月期の営業利益が6.5億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の

1/3を平成26年５月15日から平成29年５月14日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年３月期の営業利益が7.8億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の

1/3を平成27年５月15日から平成29年５月14日までの期間に行使することが出来る。
(c)平成28年３月期の営業利益が9.4億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の

1/3を平成28年５月15日から平成29年５月14日までの期間に行使することが出来る。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権の一部行使はできない。
７．①新株予約権者は、平成26年、平成27年、平成28年の各事業年度にかかる新株予約権者が獲得した当社の顧

客獲得件数が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号
に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づ
き算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り
捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、顧客獲得件数の定義に
変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年４月１日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

(b)平成27年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年４月１日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

(c)平成28年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成29年４月３日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

(d)上記(a)を達成出来なかった場合において、平成26年及び平成27年の累計の顧客獲得件数が60,000件以
上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成28年４月１日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

(e)上記(a)(b)どちらか一方のみ達成している場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件
数が90,000件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成29年４月３日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

(f)上記(a)(b)のどちらも未達成の場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000
件以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全てを平成29年４月３日から平成34年３月31日ま
での期間に行使することが出来る。

②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成26年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

 
第１回ストック・オプ

ション(Ａ)
第１回ストック・オプ

ション(Ｂ)
第２回ストック・オプ

ション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  60,000 450,000 105,000

権利確定  － － －

権利行使  60,000 450,000 －

失効  － － －

未行使残  － － 105,000
 

 

 
第３回ストック・オプ

ション
第４回ストック・オプ

ション

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － －

付与  180,000 384,000

失効  － －

権利確定  － －

未確定残  180,000 384,000

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －
 

 
②  単価情報

  
第１回ストック・オプ

ション(Ａ)
第１回ストック・オプ

ション(Ｂ)
第２回ストック・オプ

ション

権利行使価格 （円） 167 167 417

行使時平均株価 （円） 1,040 654 －

付与日における公正な評
価単価

（円） － － －
 

 

  
第３回ストック・オプ

ション
第４回ストック・オプ

ション

権利行使価格 （円） 961 515

行使時平均株価 （円） － －
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付与日における公正な評
価単価

（円） － －
 

 
４．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)第３回ストック・オプション

①使用した評価技法　　多変量数値解析法

②主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性 33.5％

「適用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出
１．株価情報収集期間：3.9年間
２．価格観察の頻度：日次
３．異常情報：※
４．企業をめぐる状況の不連続的変化：※
※株式会社ナック過去株価データを適用

予想残存期間 3.9年間

割当日：平成25年７月１日
権利行使期間：
(a)平成26年５月15日～平成29年５月14日
(b)平成27年５月15日～平成29年５月14日
(c)平成28年５月15日～平成29年５月14日

予想配当 ０円 直近の配当実績に基づき算定

安全資産利子率 0.23％

評価基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロ
クーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産
利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利
方式に変換した金利

 

(2)第４回ストック・オプション

①使用した評価技法　　多変量数値解析法

②主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性 33.0％

「適用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出
１．株価情報収集期間：8.2年間
２．価格観察の頻度：日次
３．異常情報：※
４．企業をめぐる状況の不連続的変化：※
※株式会社ナック過去株価データを適用

予想残存期間 8.2年間
割当日：平成26年２月３日
権利行使期間：平成27年４月１日～平成34年３月31日

予想配当 ０円 直近の配当実績に基づき算定

安全資産利子率 0.5％

算定基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロ
クーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産
利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利
方式に変換した金利

 

 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

 

６．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

①当事業年度末における本源的価値の合計額

 前事業年度 当事業年度

 19,493千円 20,580千円
 

②当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額

 前事業年度 当事業年度

 －千円 271,485千円
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

繰延税金資産   

前渡金 3,323千円 2,909千円

貸倒引当金 4,858千円 3,739千円

賞与引当金 12,205千円 －千円

資産除去債務 65,089千円 76,768千円

未払費用 2,805千円 2,062千円

前受収益 30,996千円 9,802千円

その他 5,386千円 3,518千円

小計 124,665千円 98,801千円

評価性引当額 △3,323千円 △2,909千円

繰延税金資産合計 121,341千円 95,892千円

繰延税金負債   

賃貸用資産 36,074千円 32,850千円

繰延税金負債合計 36,074千円 32,850千円

繰延税金資産の純額 85,266千円 63,041千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

法定実効税率 38.0％ 38.0％

（調整）   

住民税均等割 4.4％ 2.7％

税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正

－％ 1.0％

評価性引当額の増減額 △33.2％ △0.1％

法人税額の特別控除額 －％ △2.1％

その他 0.4％ 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.7％ 40.1％
 

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日

以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい

ては従来の38.0％から35.6％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は、4,192千円減少し、法人税等

調整額が同額増加しております。

　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要

顧客へレンタルしているウォーターサーバーの廃棄費用及び不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

であります。

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

対象資産それぞれの使用見込期間を見積り、割引率は0.109%～0.151%を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。
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（3）当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

期首残高 137,884千円 176,835千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 63,990 55,785

時の経過による調整額 328 317

資産除去債務の履行による減少額 △25,368 △20,853

期末残高 176,835 212,085
 

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、ホーム・オフィス・デリバリー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

【関連情報】

前事業年度（自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

　

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

　

当事業年度（自　平成25年４月１日 至　平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

　

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社アイケアジャパン 1,203,346 ホーム・オフィス・デリバリー事業
 

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

富士ウォー

ター株式会

社

山梨県富

士吉田市
50,000 水源の管理

（所有）

直接66.7
役員の兼任 業務受託 6,000

流動資産

「その他」
525

 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

業務受託料については、業務の内容を勘案し、両社が協議して決定した契約に基づいて金額を決定してお

ります。

　

当事業年度（自　平成25年４月１日 至　平成26年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

富士ウォー

ター株式会

社

山梨県富

士吉田市
50,000 水源の管理

（所有）

直接50.0
役員の兼任 業務受託 3,000

流動資産

「その他」
210

 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

業務受託料については、業務の内容を勘案し、両社が協議して決定した契約に基づいて金額を決定してお

ります。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 204.89円 266.39円

１株当たり当期純利益金額 59.71円 35.20円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 55.52円 33.56円
 

（注）１．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴

い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益

金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　　　２．当社株式は、平成25年３月15日をもって、東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、前事業年度

の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を

期中平均株価とみなして算定しております。

　　　３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

項目
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 358,813 249,867

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 358,813 249,867

　期中平均株式数（株） 6,009,165 7,098,238

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 453,186 347,600

　　（うち新株予約権（株）） 453,186 347,600

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

第１回転換社債型新株予約権付

社債（額面金額84百万円、新株

予約権22,400個）

第２回転換社債型新株予約権付

社債（額面金額12百万円、新株

予約権3,500個）

第１回転換社債型新株予約権付

社債（額面金額84百万円、新株

予約権22,400個）

第２回転換社債型新株予約権付

社債（額面金額12百万円、新株

予約権3,500個）

第３回新株予約権1,800個
 

 
（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 478,372 360,023 1,560 836,835 67,859 23,084 768,975

構築物 1,930 19,250 － 21,180 3,829 3,336 17,351

機械及び装置 13,741 7,608 － 21,349 7,739 2,289 13,609

車両運搬具 1,906 478 － 2,384 1,695 529 689

工具、器具及び備品 92,777 25,408 － 118,185 101,161 32,263 17,024

土地 314,804 102,253 － 417,058 － － 417,058

リース資産 44,353 535,942 － 580,296 69,678 60,690 510,617

建設仮勘定 296,713 631,234 927,948 － － － －

賃貸用資産 1,942,383 643,883 20,853 2,565,413 1,716,053 548,761 849,359

有形固定資産計 3,186,984 2,326,082 950,363 4,562,703 1,968,017 670,956 2,594,685

無形固定資産        

商標権 3,567 692 706 3,553 1,185 385 2,368

特許権 － 4,831 － 4,831 482 482 4,349

実用新案権 248 － － 248 165 49 82

意匠権 543 － － 543 154 77 389

ソフトウェア 197,595 31,070 － 228,666 83,842 41,476 144,823

リース資産 11,200 － － 11,200 5,353 2,240 5,846

その他 290 － － 290 － － 290

無形固定資産計 213,444 36,594 706 249,332 91,183 44,711 158,149

長期前払費用 5,091 1,919 5,304 1,706 － － 1,706
 

（注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 増加額（千円） 富士吉田工場増築工事 346,377

土地 増加額（千円） 工場用地 102,253

リース資産

増加額（千円） 製品用自動倉庫設備 84,011

増加額（千円） ブロー成型機 123,796

増加額（千円） 水充填２号ライン設備 270,000

建設仮勘定

増加額（千円） 富士吉田工場増築工事 194,471

増加額（千円） 水充填２号ライン設備 200,655

減少額（千円） ブロー成型機 129,985

減少額（千円） 富士吉田工場増築工事 364,821

減少額（千円） 水充填２号ライン設備 285,705

減少額（千円） 製品用自動倉庫設備 81,900

賃貸用資産 増加額（千円） レンタル用サーバー 522,495
 

２．長期前払費用は、業務委託料等の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格の異なるものであるた

め、償却累計額及び当期償却額はありません。
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【社債明細表】

銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

株式会社ウォーターダイレクト

第１回無担保社債
平成21年10月20日 84,000

84,000

(84,000)
3.0 なし 平成26年10月20日

株式会社ウォーターダイレクト

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債

平成21年10月20日 84,000
84,000

(84,000)
3.0 なし 平成26年10月20日

株式会社ウォーターダイレクト

第２回無担保社債
平成21年11月13日 12,000

12,000

(12,000)
3.0 なし 平成26年11月15日

株式会社ウォーターダイレクト

第２回無担保転換社債型新株予

約権付社債

平成21年11月13日 12,000
12,000

(12,000)
3.0 なし 平成26年11月15日

株式会社ウォーターダイレクト

第１回期限前償還条項付無担保

社債

平成22年９月30日 8,250 － 0.6 なし 平成25年９月30日

株式会社ウォーターダイレクト

第４回無担保社債
平成24年10月24日 80,000

68,800

(11,200)
0.63 なし 平成31年10月24日

合計 － 280,250
260,800

(203,200)
－ － －

 

（注）１．（）内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内（千円）
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

203,200 11,200 11,200 11,200 11,200
 

３．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 第１回 第２回

発行すべき株式 普通株式 普通株式

新株予約権の発行価額（円） 無償 無償

株式の発行価格（円） 1,250 1,250

発行価額の総額（千円） 84,000 12,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価

額の総額（千円）
－ －

新株予約権の付与割合（％） 100 100

新株予約権の行使期間
自  平成24年10月20日

至  平成26年10月20日

自  平成24年11月13日

至  平成26年11月15日
 

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償

還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予

約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 279,385 100,000 1.2 －

１年以内に返済予定の長期借入金 663,062 926,830 1.9 －

１年以内に返済予定のリース債務 125,047 202,443 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。) 1,189,326 1,305,791 1.9
平成26年４月～

平成32年８月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。) 106,527 408,471 －
平成26年４月～

平成31年９月

その他有利子負債 － － － －

合計 2,363,347 2,943,535 － －
 

（注）１．平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務

を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額

は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 697,535 354,799 122,584 80,024

リース債務 108,146 104,409 92,370 82,376
 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 18,541 6,551 6,369 4,086 14,637

賞与引当金 32,110 － 32,110 － －
 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

廃棄物処理法に基づくも
の

169,231 56,028 20,853 204,405

賃貸借契約（原状回復義
務）に基づくもの

7,604 75 － 7,679
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

預金  

普通預金 2,235,388

定期預金 12,000

定期積金 4,500

合計 2,251,888
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ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社アイケアジャパン 94,828

株式会社システムアンドリサーチ 34,995

プレミアムウォーター株式会社 22,861

昭和ガス株式会社 18,208

株式会社ＳＯＮＫ 15,225

その他 548,873

合計 734,992
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

 

 (A) ＋ (D) 
 ２  
 (B)  
 365  

 

827,151 9,211,286 9,303,445 734,992 92.7 31.0
 

（注）消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．商品及び製品

品目 金額（千円）

商品  

ウォーターサーバー 215,048

ホルダー 2,729

その他 22,279

小計 240,057

製品  

ＣＬＹＴＩＡ２５ 10,520

その他 5,009

小計 15,530

合計 255,587
 

 

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

87/94



 

ニ．原材料及び貯蔵品

区分 金額（千円）

原材料  

ボトル 23,402

キャップ 3,082

製品箱 2,710

その他 43

小計 29,238

貯蔵品  

メンテナンス用備品 47,641

販売促進用備品 9,830

その他 7,134

小計 64,606

合計 93,844
 

 

②  流動負債

イ．買掛金

相手先 金額（千円）

四国化工機株式会社 30,826

株式会社ケイボウトレーディング 27,657

阪神容器株式会社 14,523

王子コンテナー株式会社 11,210

東京コンテナ工業株式会社 7,580

その他 27,499

合計 119,298
 

 

ロ．未払金

相手先 金額（千円）

コミッション 132,828

佐川急便株式会社 131,248

ヤマト運輸株式会社 75,494

株式会社電通 11,422

鈴与株式会社 10,113

その他 145,125

合計 506,233
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 2,045,847 4,283,203 6,565,960 8,772,654

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円) 111,874 113,708 208,384 417,015

四半期(当期)純利益
金額

(千円) 65,882 64,498 118,677 249,867

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 9.61 9.38 17.23 35.20
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期純損失金
額（△）

(円) 9.61 △0.20 7.84 16.95
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 事業年度末日から３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り ―――

取扱場所（注２）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人（注２）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 ―――

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL　http：//www.waterdirect.co.jp

株主に対する特典

　毎年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株(１単元)
以上の当社株式を保有する株主様を対象に、当社商品クリティアデイ
リー１本(1,544円相当）またはクリティア25*２本(3,780円相当）を贈
呈いたします。
　ただし、クリティア25*は、優待品送付のご案内時期（６月上旬を予
定）で、当社定期購入契約をいただいている株主様もしくは優待申込と
同時に定期購入申込をいただける株主様に限ります。

 

（注）１．当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款で定められており

ます。

　　(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利

　　(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．当社は、平成26年６月24日付で以下のとおり変更する予定であります。

　　取扱場所　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　　　　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人　　東京都千代田区丸の内

　　　　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度　第７期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)　平成25年６月24日に関東財務局長に提出

 
　(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

　　　上記（1）に係る訂正報告書及び確認書を平成25年９月27日及び平成26年２月14日に関東財務局長に提出

 
　(3) 内部統制報告書及びその添付書類

　平成25年６月24日関東財務局長に提出

 
(4) 四半期報告書及び確認書

第８期第１四半期(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)　平成25年８月９日関東財務局長に提出

第８期第２四半期(自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日)　平成25年11月13日関東財務局長に提出

第８期第３四半期(自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日)　平成26年２月14日関東財務局長に提出

 
(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会において決議事項が決議された場合)の規定

に基づき、平成25年６月24日関東財務局長に提出

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づき、平成25年２月３日関東

財務局長に提出

 
(6) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による新株式発行　平成26年１月17日関東財務局長に提出

第三者割当による新株予約権発行　平成26年１月17日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成26年６月20日

株式会社ウォーターダイレクト

取締役会  御中

 

三優監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　杉　　田　　　   純　　㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　山　　本　　公　　太　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ウォーターダイレクトの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第８期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記

及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ウォーターダイレクトの平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
強調事項

会計上の見積りの変更に記載されているとおり、会社はウォーターサーバーの再生に係る費用について、従来、発生

時に費用処理していたが、当事業年度より賃貸用資産に計上している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

EDINET提出書類

株式会社ウォーターダイレクト(E27294)

有価証券報告書

93/94



 

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウォーターダイレク

トの平成26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社ウォーターダイレクトが平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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